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第2次新潟市男女共同参画行動計画





はじめに

　一人ひとりの人権が尊重され、あらゆる分野に男女がともに参画し、多様な生き方が選択できる社会の

実現は、誰もが安心していきいきと暮らすことができる活力ある社会をつくるうえで重要な課題です。また、

超高齢社会の到来、家族形態や地域社会、あるいは雇用や就業構造など、近年の社会経済状況の変

化に伴う課題に対応するためにも、男女共同参画の推進が必要です。

　本市では、平成 13 年に「新潟市男女共同参画行動計画」を策定するとともに、平成 17 年には男

女共同参画の推進に関する基本理念と責務を明らかにした「新潟市男女共同参画推進条例」を制定し、

男女平等な社会の実現に向けた取り組みを進めてきました。

　しかしながら、多様な生き方を阻害する固定的な性別役割分担意識の解消や、政策・方針決定の場

への女性の参画促進、男女がともに仕事と生活の調和を図るワーク・ライフ・バランスの推進、女性に対

する暴力の根絶など、さらなる取り組みが必要な多くの課題が残されています。

　このような状況をふまえ、施策の一層の推進を図るため、このたび「第 2 次新潟市男女共同参画行

動計画」を策定いたしました。また、この計画には、「新潟市配偶者等からの暴力防止・被害者支援基

本計画」を包含しており、課題である女性に対する暴力の根絶に向けた取り組みの強化を図ることにして

います。

　今後、本計画を着実に推進していくとともに、男女共同参画社会実現に向けた取り組みが一層広がる

よう、市民の皆様や事業者の皆様と連携、協働を進めてまいりますので、皆様のご理解とご協力をお願

いいたします。

　結びに、この計画の策定にあたり、多大なご尽力をいただきました新潟市男女共同参画審議会委員の

皆様、並びに新潟市配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策検討会議の皆様をはじ

め、多くの貴重なご意見をお寄せいただきました市民の皆様に心より感謝申し上げます。

　　　　　平成 23 年 3月　　

新潟市長　　篠　田　　昭　　
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計画策定の背景2

　我が国の男女共同参画は、国連の女性の地位向上に関する運動と連動して進んできました。

　昭和50年（1975年）、国連はこの年を「国際婦人年」とし、メキシコシティで第1回目の世界女性会

議である「国際婦人年世界会議」が開催され、各国の取るべき措置のガイドラインとなる「世界行動

計画」が採択されました。

　昭和54年（1979年）、国連総会において、女性に対する差別を撤廃し、男女平等原則を具体化す

るための基本的かつ包括的な条約である「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」

（以下「女子差別撤廃条約」という。）が採択され、日本は昭和60年（1985年）に批准しました。

　平成7年（1995年）、北京で開催された第4回世界女性会議において、21世紀に向けた女性の地

位向上のための世界ビジョンである「北京行動綱領」が採択されました。

　平成21年（2009年）には、女子差別撤廃条約に基づき、我が国の男女平等に向けた取組に対する

女子差別撤廃委員会の最終見解が公表されました。この最終見解では、固定的な性別役割分担意識

の解消、男女の賃金格差の是正、女性に対する暴力に関する取組の強化など、女性差別解消に向け

た更なる取組の必要性が指摘されています。
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　新潟市では、昭和63年（1988年）に市民との協働により「新潟市女性行動計画」を策定し、平成

13年（2001年）には「新潟市男女共同参画行動計画」（以下「行動計画」という。）を策定して、男女

共同参画社会の実現に向けた取組を進めてきました。

　また、平成17年（2005年）には男女共同参画推進の基本的な理念と責務を明らかにした「新潟市

男女共同参画推進条例」を制定し、市民一人ひとりが尊重され、男女がともにあらゆる分野に参画し、

自分らしく生きることができるまちをめざして施策に取り組んできました。

　本市では平成13年（2001年）に策定した行動計画が平成23年（2011年）3月で計画期間が終了

することから、社会状況の変化等を踏まえ施策の更なる推進を図るため、「新潟市男女共同参画推進

条例」に基づく「第２次新潟市男女共同参画行動計画」を策定することとしました。

　特に、配偶者等からの暴力は重大な人権侵害であり、男女共同参画社会実現のために早急に対応

すべき重要な課題であることから、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」に基

づく「新潟市配偶者等からの暴力防止・被害者支援基本計画」を「第２次新潟市男女共同参画行動計

画」に包含して策定し、条例の理念のもとに総合的な推進を図ることとしました。
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【1】 国際的な動き
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　近年の社会状況としては、少子高齢化の進展による日本の総人口や労働力人口の減少、未婚・離婚

の増加等による単身世帯やひとり親世帯の増加などが見られます。地域社会では、人間関係の希薄化

も指摘されています。

　就労の場では、従来、女性に多かった非正規雇用が、若年層を中心に男性でも増加しており、雇用不

安の問題や正規雇用との格差などから経済的に不安定な状態に陥る人の増加につながるおそれが

出ています。また、失業者も増加傾向にあり、このような状況が、更なる少子化の助長や貧困等の次世

代への連鎖を引き起こすことなどについても懸念されています。

【2】 国内の社会経済情勢の変化

　国においては、男女共同参画社会の実現を21世紀の日本社会を決定する最重要課題と位置付け、

平成11年（1999年）に「男女共同参画社会基本法」に基づく「男女共同参画基本計画」を策定し、平

成17年（2005年）にはこれを改定して「男女共同参画基本計画（第2次）」を策定し、次のような取組

を進めてきました。

【3】 男女共同参画に関する国の動向

3

計
画
の
策
定
に
あ
た
っ
て

第
１
章

　女性の政策・方針決定過程への参画を促進するため、男女共同参画基本計画（第2次）では、

「2020年までにあらゆる分野における指導的地位に占める女性の割合が、少なくとも30％程度」

となるよう目標を設定して取組を進めています。また、平成20年（2008年）には「女性の参画加速

プログラム」を策定し、仕事と生活の調和の実現、女性の能力開発・能力発揮に対する支援の充

実、意識改革を一体として進めるとともに、女性の参画が進んでいない分野について重点的な取組

を進めることとしています。

 雇用の分野では、平成18年（2006年）に「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確

保等に関する法律」（以下「男女雇用機会均等法」という。）が改正され、性別による差別禁止の範

囲の拡大、妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止、セクシュアル・ハラスメント対策の強化

など、雇用環境の整備が進められています。また、平成19年（2007年）には、「短時間労働者の雇

用管理の改善等に関する法律」が改正され、通常の労働者との均衡のとれた待遇の確保、通常労

働者への転換等を促進しています。

1 様々な分野における女性の活躍促進

　平成17年（2005年）に「次世代育成支援対策推進法」が完全施行され、従業員301人以上の

事業所においては、従業員の仕事と家庭の両立のための具体的措置と目標値を設定した一般事

業主行動計画の策定が義務づけられました（法改正により、平成23年（2011年）4月以降は従業

員101人以上の事業所に策定が義務化）。また、平成19年（2007年）には、「仕事と生活の調和

（ワーク・ライフ・バランス）憲章」及び「仕事と生活の調和推進のための行動指針」が策定され、男

性も含めた働き方の見直し、多様な働き方・生き方が選択できる社会づくりのための取組が進めら

れています。

2 仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の推進



新潟市の現状と課題3

　本市の人口は、平成22年（2010年）7月の推計人口では81万２千人となっており、平成17年の国

勢調査時に比べて減少しています。年齢別の人口構成比は、年少人口（15歳未満）割合が年々減少

し12.8％であるのに対し、老年人口（65歳以上）割合は年々増加し23.1％と少子高齢化が進んでい

ます。老年人口のうち女性の割合は、58.2％と高くなっています。

　また、合計特殊出生率は、全国の数値を下回って推移し、平成21年（2009年）は1.25（全国1.37）

となっています。

　世帯構成割合では、単独世帯の割合が増加しており、核家族世帯と合わせると全体の８割以上で、

世帯規模は小規模化しています。
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【1】 社会状況

　平成13年（2001年）に「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」が制定さ

れ、平成16年（2004年）及び平成19年（2007年）の改正を経て、保護命令制度の拡充など被害

者支援の充実が図られました。また、市町村においては、配偶者からの暴力の防止と被害者の保

護・支援のための基本計画の策定及び配偶者暴力相談支援センター機能の設置が努力義務とさ

れ、施策の一層の充実が求められています。

3 女性に対する暴力の根絶

　このように、国は男女共同参画推進のための様々な取組を進めてきたところですが、今日の社会情

勢の変化を踏まえ、平成22年（2010年）に第３次男女共同参画基本計画を策定し、更なる取組を進

めていくことにしています。

　本市では、行動計画策定後、男女共同参画推進条例を制定し、行動計画推進の拠点施設「女性セ

ンター」を「男女共同参画推進センター（アルザにいがた）」に名称変更したほか、男女共同参画苦情

処理制度の設置、男女共同参画地域推進員の配置など、男女共同参画を推進するための体制づくり

を進めてきました。また、平成18年（2006年）に策定した行動計画第２次実施計画では、男女共同参

画推進条例の基本理念に基づいて目標指標を設定し、外部委員による事業評価を実施しながら施策

の推進に取り組んできました。17項目の指標のうち平成21年度（2009年度）末時点で目標を達成し

ているのは、男女共同参画社会の認知度など3項目となっており、更なる取組が必要な課題が多く

残っています。

【2】 男女共同参画に関する状況
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する学習機会を提供するとともに、各区男女共同参画地域推進員による地域での啓発事業を実施

するなど男女共同参画意識の啓発に取り組んできました。しかし、本市が平成21年（2009年）に

実施した「男女共同参画に関する基礎調査」（以下「基礎調査」という。）では、男女共同参画社会

について内容まで知っている人は8.7％で、広く市民に理解されたという状況には至っていません。

　また、社会のさまざまな場面での男女の地位の平等感については少しずつ増加しているものの、

依然として男性が優遇されていると感じている人の割合が高くなっています。男女平等という原則

は頭では理解されていても、さまざまな社会システムや慣習の中では性別による固定的な役割分

担意識が根強く残っていて、男女共同参画を実現する上での大きな支障となっています。

　一人ひとりの個性と能力を生かしながら多様な生き方が選択できる社会づくりを進めるために、

男女共同参画の意義について更に理解を深めてもらい、性別による固定的な役割分担意識の解

消に努めることが必要です。

　社会のあらゆる分野で女性が男性と対等に参画し、方針決定にも女性の意見が反映され、責任

を分かち合いながらさまざまな活動を担っていくことが男女共同参画の基本です。

　本市では、政策・方針決定過程への女性の参画を進めるために、審議会等における女性委員の

割合を40％にすることを目標に取組を進めてきました。女性委員は着実に増えてきているもののま

だまだ目標には届きません。また、本市における管理的職業従事者の女性の割合は1割程度となっ

ているほか、地域の自治会・町内会、コミュニティ協議会などの女性の会長の割合も低く、方針決定

の場への女性の参画は進んでいない状況です。

　女性の意見が十分反映されるよう、あらゆる分野で女性の参画を進めることが必要です。

　本市の就業者数は平成7年（1995年）をピークに減少しているのに対し、女性の就業者数は平

成7年（1995年）以降も増加しており、平成17年（2005年）には就業者全体の約44％が女性と

なっています。

　しかし、女性の正規労働者の割合は5割にとどかず、賃金についても男女で格差のある状態が続

いています。

　また、女性の労働力率は、出産・子育て期に就業を中断する女性が多いことから、30歳代を底と

するＭ字カーブを描いています。本市の場合も、全国平均や他の政令市に比べて底の浅い緩やか

なカーブとなっているものの、出産・子育て期での就業中断傾向を示しています。

　このため、男女の均等な機会と待遇の確保、男女間賃金格差の解消、女性の就業継続支援や再

就職支援に引き続き取り組む必要があります。

1 性別による固定的役割分担意識の解消

2 政策・方針決定過程への女性の参画促進

3 雇用の場での男女格差の是正
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間、家庭、地域、自己啓発等にかかる個人の時間を持てる健康で豊かな生活ができるようワーク・ラ

イフ・バランスを推進していく必要があります。

　「基礎調査」では、35.9％の人が「家庭生活や地域活動と仕事を同じように両立させる」ことが

望ましいと考えており、男女共同参画社会実現のために市が力を入れるべきことでは「子育てや介

護を社会的に支援する施設・サービスを充実すること」（50.6％）が最も多くなっています。

　本市では、仕事と家庭生活を両立できるよう子育てや介護についての支援体制の充実に努める

とともに、男女がともに家庭責任を果たすことの重要性の啓発や男性の育児休業取得を促進する

取組などを行ってきました。

　しかし、長期的な経済の低迷により働き方の見直しに取り組むことが難しいと考える企業も多

く、ワーク・ライフ・バランスの意義について啓発を進める必要があります。また、多様化する働き方

に対応した子育てや介護に関する支援を更に充実していく必要があります。

　生涯にわたる健康の確保は男女ともに大切なことですが、特に女性は妊娠や出産の可能性があ

り、男性とは異なる問題に直面する場合があることに留意する必要があります。

　本市ではこれまでも、学校での性教育をはじめ、性を正しく理解するための学習機会の提供のほ

か、ライフステージに応じた健康づくりの支援、心身の健康に関する相談事業など、女性の健康確

保のための施策を行ってきました。

　今後は、さらに、「性と生殖に関する健康と権利（リプロダクティブ・ヘルス／ライツ）」に関する自

己決定の大切さについて啓発を進め、この視点に基づいた生涯にわたる健康確保のための総合的

な施策を進めていく必要があります。

　配偶者等からの暴力（ドメスティック・バイオレンス、以下「ＤＶ」という。）は、犯罪行為をも含む

重大な人権侵害であり、被害者の多くが女性となっています。

　「基礎調査」では、配偶者などから暴力を受けた経験があると答えた人は、女性24.2％、男性

13.2％となっています。また、暴力を受けたことについて、半数近くの人がどこにも相談しなかった

としています。

　本市では、区役所の女性相談員及び女性相談担当課などでＤＶ相談を実施するとともに、被害

者支援については多岐にわたる部署で行っています。また、高校生や大学生に対して交際相手から

の暴力「デートＤＶ」の防止セミナーを開催するなど、若年層への啓発事業も行っています。

　ＤＶに関する正しい理解を広め、暴力は許さないという意識の醸成を図るとともに、相談窓口の

一層の周知に努め、被害者の立場に立った相談・保護・自立支援を切れ目なく実施する体制を整え

ていく必要があります。

4 仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の推進

5 性の尊重と生涯にわたる健康確保

6 女性に対する暴力の根絶
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図－2　人口構成比の推移（新潟市）

資料：総務省「国勢調査」、新潟県「推計人口」

（千人）
900

800

700

600

500

400

300

200

100

0

平成2 平成7 平成12 平成17 平成22

777

12.5％

年少人口（15歳未満）

68.5％

18.8％

796

15.1％

68.6％

16.2％

809

17.8％

67.3％

14.6％

814

20.5％

65.6％

13.4％

812

23.1％

63.6％

12.8％

生産年齢人口（15歳～64歳） 老年人口（65歳以上）

図－1　人口の推移
新潟市（現市域）
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図－3　合計特殊出生率の推移

資料：厚生労働省、新潟県福祉保健課「H21人口動態統計」
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図－4　世帯構成割合の推移(新潟市）

資料：総務省「国勢調査」
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図－5　男女別就業者数の推移

資料：総務省「国勢調査」
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計画の位置づけ2

（１）　本計画は、「新潟市男女共同参画推進条例」第10条に規定する男女共同参画の推進に関する

施策を総合的かつ計画的に推進するための行動計画であり、「男女共同参画社会基本法」第14

条第３項に規定する市町村の基本的な計画です。

　
（２）　本計画は、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」第２条の３第３項に規

定する市町村の基本的な計画である「新潟市配偶者等からの暴力防止・被害者支援基本計画」

を包含するものです。

　
（３）　本計画は、「新・新潟市総合計画」の部門計画であり、「新潟市人権教育・啓発推進計画」、「新

潟市次世代育成支援対策行動計画（すこやか未来アクションプラン）」、「新潟市高齢者保健福

祉計画・介護保険事業計画」、「新潟市教育ビジョン」、「新潟市生涯学習推進基本計画」など関

連行政計画との整合性を図っています。

計画の基本的な考え方

計画の目的

計
画
の
基
本
的
な
考
え
方

第
2
章 1

　本計画は、男女が互いにその人権を尊重しつつ、責任を分かち合い、性別にかかわりなく、その個性

と能力を十分に発揮することができる男女平等社会の実現を目指し、本市の男女共同参画に関する

施策の今後の方向性と内容を明らかにして、総合的かつ計画的な推進を図ることを目的とします。

第 2章

10

【1】 男女の人権の尊重

計画期間3

　本計画の計画期間は、平成23年度（2011年度）から平成27年度（2015年度）までの５年間とします。

基本理念4

　本計画の基本理念は、「新潟市男女共同参画推進条例」の基本理念に基づく６項目とします。

　男女の個人としての尊厳が重んじられ、性別による差別的取扱いを受けることなく、個人としての

能力を発揮する機会が確保されること及びその他の人権が尊重されること。
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　男女が、性別による固定的な役割分担意識に基づいた社会の様々な制度又は慣行によってその活

動が制限されることなく、自らの意思において多様な生き方を選択することができ、かつ、選択された

生き方を互いに尊重し、協力し合うこと。

　男女が、性別にかかわらず、職場、地域、学校、家庭その他の社会のあらゆる分野における意思決定

の場に、対等な構成員として平等に参画する機会が確保されること。

 

　男女が、性別にかかわらず、相互の協力と社会の支援の下に、家庭生活における活動とその他の社

会生活における活動を、両立して行うことができるようにすること。

　男女が、互いの性に関する理解を深め、妊娠、出産その他の性と生殖に関して、自らの決定が尊重

され、生涯にわたり健康な生活を営むことができるよう配慮されること。

　男女共同参画の推進は、国際社会における取組と密接な関係を有していることを考慮し、国際的な

理解と協調の下に行われること。

計画の目標5

　本計画では、基本理念及び男女共同参画に関する本市の現状と課題を踏まえ、次の６つの目標を

設定し、男女共同参画に関する施策を推進することとします。

【2】 社会制度・慣行についての配慮

男女の人権の尊重と男女共同参画への理解促進　　
　　－男女の固定的な役割分担意識の解消と多様な生き方の尊重－

政策・方針決定の場への女性の参画促進
　　－あらゆる分野における男女共同参画の促進－

働く場における男女共同参画の推進
　　－男女間格差の解消と就業支援－

仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の推進
　　－仕事と家庭生活・地域活動とが両立できる環境づくりへの支援－

性に関する理解と生涯にわたる健康の確保
　　－「性と生殖に関する健康と権利（リプロダクティブ・ヘルス／ライツ）」の尊重－

女性に対する暴力の根絶
　　－ＤＶ対策の強化とあらゆる人権侵害行為の防止－

目標１

目標２

目標３

目標４

目標５

目標６

【3】 政策や方針決定の場への男女共同参画

【4】 家庭生活と社会生活との両立

【5】 男女の健康と権利【5】 男女の健康と権利

【6】 国際協調



目　　標
男女の人権の尊重と男女共同参画への
理解促進　　
　－男女の固定的な役割分担意識の解消と
　多様な生き方の尊重－

政策・方針決定の場への女性の参画促進
　－あらゆる分野における男女共同参画
　の促進－

働く場における男女共同参画の推進
　－男女間格差の解消と就業支援－

仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バ
ランス）の推進
　－仕事と家庭生活・地域活動とが両立できる
　環境づくりへの支援－

性に関する理解と生涯にわたる健康の
確保
　－「性と生殖に関する健康と権利（リプロ
　ダクティブ・ヘルス／ライツ）」の尊重－

女性に対する暴力の根絶
　－ＤＶ対策の強化とあらゆる人権侵害行為
　の防止－

新潟市配偶者等からの暴力防止・被害
者支援基本計画※

施策の方向

【1】男女共同参画推進のための意識啓発

【2】社会制度・慣行等の見直しと意識の改革

【1】市の政策・方針決定過程への女性の参画の拡充

【2】企業・団体・地域等における女性の登用促進

【1】雇用の分野における男女の均等な機会と待遇の確保　

【2】女性の職業能力の開発支援と就業支援

【3】農業や自営業等における男女共同参画

【1】仕事と生活の調和に向けた意識の啓発

【2】多様なライフスタイルに対応した子育てや介護等に関する支援

【1】性を理解・尊重するための啓発活動の推進

【2】ライフステージに応じた健康づくりの支援

【1】ＤＶの根絶とＤＶ被害者への総合的な支援体制づくり

【2】セクシュアル・ハラスメント，性暴力防止対策の推進

【1】ＤＶを容認しない社会づくりの推進

【2】相談体制の充実

【3】ＤＶ被害者の保護体制と自立支援の充実

【4】関係機関や民間支援団体との連携の強化
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施策の体系6

12

§ § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § §

目標
１

目標
2

目標
3

目標
4

目標
5

目標
6
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家庭・地域等への広報・啓発活動の推進
保育・学校教育における男女平等教育の推進
職場における男女共同参画についての研修支援
地域リーダーの育成
国際理解に基づく男女共同参画の推進

男女共同参画に関する調査、情報の収集・提供
メディアにおける男女の人権の尊重と男女共同参画の促進

審議会委員等への女性の参画の拡充
市女性職員の管理職等への登用推進

企業・団体・地域等への女性の参画拡大についての啓発
女性のエンパワーメントの推進

男女雇用機会均等法等関係法令や制度の周知
女性労働問題の解決への支援

女性の職業能力の開発機会の提供
再就職や起業の支援

経営参画のための学習機会の提供
労働環境の整備促進

働き方の見直しに関する啓発
男女がともに働きやすい職場環境の整備促進
家庭生活・地域活動への男女共同参画の促進

子育て支援策の充実
介護サービス基盤の整備・充実
地域で支える環境づくり
ひとり親家庭への支援の充実

性に関する正しい知識と理解についての教育・学習機会の充実
性と生殖の健康と権利に関する自己決定についての啓発活動の充実

生涯にわたる健康づくりのための支援
妊娠・出産等に関する健康支援
こころとからだの相談体制の充実
性感染症等への対策

※新潟市配偶者等からの暴力防止・被害者支援基本計画

セクシュアル・ハラスメントの防止
性暴力防止の啓発と安全な環境づくり

ＤＶ防止の意識啓発の推進
ＤＶ相談窓口の周知

安全に安心して相談できる体制づくり
相談従事者の研修の充実
相談窓口等の連携強化

安全に配慮した保護体制の確立
総合的な相談支援体制の確立
自立支援策の充実

児童虐待・高齢者虐待対策関係機関との連携
関係機関・民間支援団体との連携・協力体制の強化
計画推進のための体制づくり

具体的取組

§ § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § §
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男女の人権の尊重と男女共同参画への理解促進男女の人権の尊重と男女共同参画への理解促進
　　－男女の固定的な役割分担意識の解消と多様な生き方の尊重－

目標
１

施策の内容

施
策
の
内
容

第
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　市民一人ひとりが社会のあらゆる分野に主体的に参画していくためには、性別にかかわらず個性と
能力を十分に発揮できるようにすること、そして多様な生き方を互いに尊重していくことが大切です。
　「基礎調査」では、家庭生活や職場などさまざまな場面での男女の地位について「平等である」と感
じている人の割合は、平成18年の前回調査より少しずつ増加してはいるものの、依然として男性が優
遇されていると感じている人の割合が高くなっています。
　また、「男は仕事、女は家庭」という男女の役割分担の考え方について賛成する人の割合は38.9％、
反対する人の割合は51.6％と反対する人の割合が増えてきているものの、未だ性別による固定的な
役割分担意識は根強く残っています。
　こうした意識は、男性・女性いずれの生き方にも制約を与えるものになっていますし、また、配偶者間
での暴力、男性が女性に比べ自殺者数が多いことなどの背景にも固定的役割分担意識が影響を与え
ていると考えられます。
　男女の人権の侵害や不平等な取扱いにつながりかねない男女の固定的な役割分担意識を解消し、
一人ひとりが個性と能力を発揮できる男女共同参画社会の実現をめざし、あらゆる機会を通じて市民
に働きかけていきます。

第 3章

16

　【現状と課題】

　「基礎調査」では、「男女共同参画社会」という言葉の認知度（聞いたことがある・内容まで知ってい
る）は55.3％でしたが、そのうち内容まで知っている人は8.7％にとどまっています。
　男女共同参画を一層進めていくためには、男性、子ども、若年層などを含めあらゆる人を対象に、家
庭・地域・教育の場・職場などそれぞれの場面で、男女共同参画に関する理解を深め、定着させるため
の広報・啓発活動を継続して展開していくことが必要です。特に、次代を担う子どもたちに対して人権
の尊重を基本とする男女平等教育を徹底していくことが重要です。
　また、男女共同参画の取組は、国際的な動きと連動して進められてきたことから、国際社会の動向
について理解を深めるとともに、地域の中で性別や国籍にかかわらず多様な文化、生き方が尊重され
るよう取組を進める必要があります。

【1】 男女共同参画推進のための意識啓発

　【具体的取組】

1 家庭・地域等への広報・啓発活動の推進
●広報紙や情報紙、ホームページ等を活用して、男女共同参画に関する継続的な広報・
　啓発活動を実施します。（男女共同参画課、広報課、区役所地域課）
●男女共同参画推進センター「アルザにいがた」や各公民館での男女共同参画に関す
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2 保育・学校教育における男女平等教育の推進

3 職場における男女共同参画についての研修支援

4 地域リーダーの育成

5 国際理解に基づく男女共同参画の推進

　る学習機会の充実に努めます。（男女共同参画課、公民館）
●各区の男女共同参画地域推進員と連携して地域での男女共同参画啓発事業を実施
　します。（男女共同参画課、区役所地域課）

●保育園、幼稚園、小・中学校、高校において男女平等教育を進めます。特に小・中学校で
　は男女平等教育パンフレットなどを活用し、自分らしさや家庭での男女の協力の大切
　さなどについて啓発していきます。（保育課、学校支援課）
●自立に向けた職業観・労働観を育み、男女共同参画の視点を踏まえ、主体的に進路選
　択する教育を推進します。（学校支援課）

●各企業が男女共同参画社会の重要性を認識し、主体的に取組を行うよう、出前講座
　の実施や情報提供など啓発に努めます。（男女共同参画課、雇用対策課）
●市職員に対する男女共同参画に関する研修を徹底します。（男女共同参画課、人事課）

●地域で男女共同参画を推進する地域リーダーの育成のための講座を開催します。
　（男女共同参画課）
●地域リーダーとして市民団体からも地域での男女共同参画の意識啓発を進めてもら
　えるよう、団体間の交流促進や活動支援に努めます。（男女共同参画課）

●世界の女性をとりまく現状や課題など男女共同参画に関する情報の収集・提供や学習
　機会の提供などにより、国際社会の動向についての理解促進を図ります。
　（男女共同参画課）
●外国籍市民が安心して暮らせるよう生活情報の提供や相談支援を行います。（国際課）

施
策
の
内
容

第
3
章

【現状と課題】

　男女の地位の平等感について、「基礎調査」では、平等だと感じる人の割合が一番低かった分野は

「社会通念や慣習、しきたり」（9.5％）で、約75％の人が男性の方が優遇されていると答えています。

社会制度や慣行の中には、性別による固定的な役割分担意識に基づいて形づくられ、男女の生き方

の幅を狭めているものもあり、男女共同参画を実現する上で大きな支障となっています。社会経済の

変化を踏まえながら、多様な生き方への選択を可能とする社会制度・慣行に改めていく必要があります。

　そのためには、男女の置かれている状況を客観的に把握するためのデータを収集し、わかりやすい

形で提供していく必要があります。

　また、人々の意識形成に与える影響が大きいメディアについても、性別役割分担意識の固定化や性

差別を助長させる表現が見られることから、男女共同参画の視点に立った行政刊行物の作成を行う

とともに、市民がメディアからの情報を男女の人権の尊重や男女共同参画の視点で主体的に読み解

き、活用する能力を養っていくことなどが必要です。

【2】 社会制度・慣行等の見直しと意識の改革
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1 男女共同参画に関する調査、情報の収集・提供

2 メディアにおける男女の人権の尊重と男女共同参画の促進

【具体的取組】

●男女共同参画の実態や市民意識に関する調査を実施します。（男女共同参画課）

●男女間格差等の実態を明らかにするため、各種統計情報の中で男女別データの収集・  

　分析に努め、活用につなげます。（男女共同参画課）

●社会制度や慣行等での問題点をわかりやすく情報提供していきます。（男女共同参画課）

●市民がメディアからの情報を主体的に読み解き、自ら発信する能力（メディア・リテラ 

　シー）を養うための啓発・学習機会を提供します。（男女共同参画課）

●インターネットや携帯電話サイト等新たなメディアの普及に対応して、安全・安心かつ

　適切な情報の受・発信ができるような取組を進めます。

　（男女共同参画課、学校支援課）

●市刊行物については、使用する用語やイラストなどを男女共同参画の視点に立った表

　現方法に徹底し、固定的な役割分担意識の解消に努めます。（男女共同参画課、各課）

参考データ

図－6　男女の地位の平等感

男性が優遇されている
平等である
どちらかというと、女性が優遇されている
無回答

どちらかというと、男性が優遇されている
女性が優遇されている
わからない

資料：新潟市「男女共同参画に関する基礎調査」（平成21年）
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図－7　「男（夫）は仕事、女（妻）は家庭」という考え方

資料：新潟市「男女共同参画に関する基礎調査」（平成21年）

図－8　社会通念や慣習・しきたりにおける男女の地位の平等感

資料：新潟市「男女共同参画に関する基礎調査」（平成21年）
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2 市女性職員の管理職等への登用推進

政策・方針決定の場への女性の参画促進政策・方針決定の場への女性の参画促進
－あらゆる分野における男女共同参画の促進－

目標
2

　活力ある社会を築いていくには、男女があらゆる分野に対等に参画し、その責任を分かち合い、個性

と能力を十分に発揮することが必要です。多様な人材を活用し、多様な視点・考え方を市政や企業活

動、地域活動などに生かしていくことが大切です。

　平成17年12月に閣議決定された国の男女共同参画基本計画（第２次）では、「2020年までにあら

ゆる分野における指導的地位に占める女性の割合が、少なくとも30％程度」になるよう期待し、各分

野における取組を促進するとしています。

　しかし、方針決定の場への女性の参画はなかなか進まず、社会の構成員の半分を占める女性の意

見が十分反映されているとはいえない状況です。

　このため、市が率先して女性の登用を積極的に推進し、企業や地域へも働きかけを行っていきます。

　【具体的取組】

1 審議会委員等への女性の参画の拡充
●審議会等への女性の参画を加速するため、委員改選期での進行管理を徹底します。　

　（男女共同参画課、行政経営課、各課）

●積極的に審議会委員として公募に応じる女性を増やすため、市政に関心を持ってもら

　う講座を開催します。（男女共同参画課） 

●女性の人材情報を幅広く収集し、活用に努めます。（男女共同参画課）

●委員の推薦母体となっている団体等へ女性委員推薦を働きかけます。

　（男女共同参画課、行政経営課）

●行政委員会への女性委員の参画を進めます。（各課）

●能力開発のための研修の実施及びキャリア開発を重視した人事異動などにより人材

　育成・能力開発の促進を図ります。（人事課）

●意欲ある職員の能力発揮を促進するため、係長への女性登用を推進するとともに、管

　理職にふさわしい能力を持つ職員の登用を進めます。（人事課）

　【現状と課題】

　市民の多様な視点を取り入れながら市民満足度の高い市政を実現するには、市の政策や方針決定

過程への女性の参画を拡充していくことが不可欠です。

　本市の審議会等における女性委員の割合は40％を目標に取組を進めてきましたが、平成22年7月

現在、30.5％であり、女性の参画促進の取組をさらに加速する必要があります。

　また、市役所の女性職員の登用については、平成22年4月現在、係長への女性登用割合は40.2％

となっているものの、管理職における女性の割合は8.0％となっています。さらに小・中学校の校長・教

頭における女性の割合もまだまだ低い状況にあり、より一層女性の登用に努める必要があります。

【1】 市の政策・方針決定過程への女性の参画の拡充
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　働く場においても管理職への女性の登用は進んでいるとは言えず、本市の管理的職業従事者にお

ける女性の割合は10.0％となっています（平成17年国勢調査）。

　また、平成22年4月現在、市内96の地域コミュニティ協議会の会長はすべて男性であり、自治会・町

内会長における女性の割合は2.8％となっていて、地域活動で女性が果たしている役割に比べ、役員

への女性の参画が極端に少なくなっている状況にあります。

　女性の参画を進めるための意識啓発をさらに進めていく必要があります。

   【具体的取組】

【2】 企業・団体・地域等における女性の登用促進

●市立学校において主任層への女性の登用を進めるほか、管理職選考検査の女性受検

　者の増加を図るなど管理職等への登用を推進します。（教職員課）

エンパワーメント
自らの意識と能力を高め、政治的、経済的、社会的及び文化的に力を持った存在になること。

1 企業・団体・地域等への女性の参画拡大についての啓発

●女性の参画拡大に向けた取組を促進するため、女性の積極的登用や職域拡大等、ポ

　ジティブ・アクション（積極的改善措置）に取り組む企業の先進事例などの情報収集・

　提供に努めます。（男女共同参画課）

●男女共同参画に積極的に取り組む企業に対し、市の入札における優遇策の拡充につ

　いて検討します。（契約課）

●地域における方針決定過程への女性の参画拡大についての啓発や働きかけを行いま

　す。（男女共同参画課）

●女性の参画拡大に向けた自己能力開発のための学習機会を提供します。

　（男女共同参画課）

2 女性のエンパワーメントの推進
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参考データ

図－10　管理的職業従事者における女性割合（新潟市）

資料：総務省「国勢調査」（平成17年）
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働く場における男女共同参画の推進働く場における男女共同参画の推進
　－男女間格差の解消と就業支援－

目標
3

　平成19年4月の男女雇用機会均等法の改正施行により、性別による差別禁止の範囲が拡大される

とともに、妊娠・出産等を理由とする不利益な取扱いが禁止されるなど、雇用の分野での男女の均等

な機会と待遇の確保などを図る環境整備が進んでいます。

　一方、本市の男女別正規従業員割合は男性の84.2％に対して、女性は48.5％となっています（平

成19年就業構造基本調査）。また、近年、男女を問わず若年層の非正規雇用者が増えていることも大

きな課題となっています。

　さらに、男性労働者を100とした場合の女性労働者の給与は74.9で、男女間で格差がある実態と

なっています（平成21年度新潟市賃金労働時間等実態調査）。

　本市の年齢階級別労働力率をみると、女性の30歳代で低くなっており、出産・子育て期に仕事を中

断する女性が多いことがわかります。

　また、農業、商工業、サービス業などの自営業においては、仕事と生活の公私の区別がつきにくく、

女性の働きに対する正当な評価がされにくい状況にあります。

　女性の就労については、個人としての生き方や価値観、また家族の状況などによっても左右される

部分があります。働く場において、男女の均等な機会と待遇を確保し、意欲と能力のある女性が活躍

できるように、また女性も男性もそれぞれの価値観やライフスタイルに応じて働き方を選択できる環

境づくりを進めていきます。

1 男女雇用機会均等法等関係法令や制度の周知

●男女雇用機会均等法等労働関係の法令や各種制度の内容等についてハンドブックな

　どを活用して周知します。（雇用対策課）

●男女共同参画の視点に立った労働観の形成のための講座を開催します。

　（男女共同参画課）

●定期的に女性労働に関する実態を把握し、改善策を検討します。（雇用対策課）

●女性労働問題についての相談を実施します。（雇用対策課）

　【現状と課題】
　「基礎調査」では、職場における男女の地位の平等感について、「平等」と答えた人が18.8％（女性

16.9％、男性21.3％）、男性が優遇されていると答えた人が57.0％（女性59.3％、男性54.4％）となって

います。

　男女が対等な立場で働くための法整備が進むものの、実際の職場ではまだまだ男女平等が実感さ

れていない状況です。実質的にも雇用の場で男女が均等な機会と待遇を確保できるよう、ポジティブ・

アクション（積極的改善措置）に取り組む先進事例の紹介など、企業への働きかけや働く男女への啓

発を進める必要があります。

【1】 雇用の分野における男女の均等な機会と待遇の確保

2 女性労働問題の解決への支援

【具体的取組】
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1 女性の職業能力の開発機会の提供

●職業に関する知識や技能習得機会の情報を提供します。（雇用対策課）
●職業訓練制度や助成制度の周知に努めます。（雇用対策課）
●若年者の就業支援のための情報提供や相談窓口を設置するとともに、技能職場体験
　等を通じて職業観の醸成や職業生活への定着支援を図ります。（雇用対策課）

 
●育児・介護等により一時離職した人への再就職を支援するための講座等を開催しま　
　す。（男女共同参画課、雇用対策課）
●起業をめざす女性に対し、起業の方法や支援制度について情報提供します。
　（男女共同参画課、産業政策課、商業振興課、企業立地・ポートセールス課、中央図　  
　  書館）

　【現状と課題】
　女性が意欲をもって継続して就業できるよう、また、いったん離職した人がライフスタイルにあわせ
て就業できるよう支援していくことが必要です。女性の能力開発、再就職や起業等に関しての情報提
供や相談、セミナー等の開催などを継続して実施していくことが必要です。

【２】 女性の職業能力の開発支援と就業支援

2 再就職や起業の支援

　【現状と課題】
　農業や自営業等家族経営の中での女性の労働に対する評価が必ずしも適正なものとなっていませ
ん。また、労働の場と生活の場が同じ場合が多く、女性は労働のほか家事・育児・介護等の負担をより
多く担っているという状況があります。そのため、女性が対等なパートナーとして経営等に参画しなが
ら、働きやすい環境を整備していくことが必要です。

　【具体的取組】

【３】 農業や自営業等における男女共同参画

1 経営参画のための学習機会の提供
●女性が積極的に経営に参画していくための学習の場を提供します。（農業委員会）

 
●農家の家族間で、労働条件や報酬等を文書で取り決め、共同経営者としての地位や役
　割を明確にし、各世帯員が経営に参画できる家族経営協定の普及促進に努めます。　
　（農業委員会）

2 労働環境の整備促進

　【具体的取組】
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資料：新潟市「賃金労働時間等実態調査」

図－12　所定内賃金の男女格差（新潟市）
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図－13　年齢階級別労働力率

資料：総務省「国勢調査」
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仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の推進仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の推進
　－仕事と家庭生活・地域活動とが両立できる環境づくりへの支援－

目標
4

　男女がともに充実した生活を送るためには、仕事と家庭生活や地域活動等のバランスを取りなが

ら、個人の状況に応じて多様な生き方を選択できることが大切です。

　かつては夫が働き、妻が専業主婦として家庭や地域で役割を担うという姿が多く、それを前提とし

た社会制度が整えられ、男女の固定的な役割分担意識も形づくられてきました。しかし、現在は勤労

者世帯の過半数が共働き世帯になるなど人々のライフスタイルも多様化している一方、意識や制度

の面ではこうした変化に十分対応したものとはなっていません。

　そのため、働き方を見直し、一人ひとりのライフステージに応じて多様な働き方を選択し、仕事と生

活の調和を実現していくことができるよう意識啓発と支援に努めていきます。

　【現状と課題】
　「基礎調査」では、「家庭生活や地域活動と仕事を同じように両立させる」ことが望ましいと考えて

いる人が35.9%（女性40.5%、男性30.3%）、「家庭生活や地域活動よりも、どちらかといえば仕事を

優先させる」という人が34.9%（女性26.2%、男性45.9%）となっています。女性では「両立させる」と

する人が「どちらかといえば仕事を優先させる」を上回っているのに対し、男性では「どちらかといえば

仕事を優先させる」とする人が「両立させる」を上回っています。

　また、両立させたいと考えている男性でも実態はなかなか希望どおりにはいかず、共働き世帯で平

日に家事・育児・介護等に従事する時間は、女性の307分に対し、男性では72分となっているように、

女性により多くの負担がかかっている状況となっています。

　こうしたことから、働き方について、特に男性には家庭生活の責任を果たしながら仕事や地域活動

などバランスのとれた充実した生活を送ることができるよう、仕事のみに偏りがちなライフスタイルを

見直してもらう必要があります。

　働き方の見直しについて啓発することとあわせて、企業にとってもワーク・ライフ・バランスの実現

が、人材確保や従業員の健康保持・就労意欲向上、生産性の向上につながることを理解してもらう取

組も進めなければなりません。

　また「基礎調査」では、男性が女性とともに家庭生活や地域活動に積極的に参加していくために必

要なことについては、「夫婦や家族間でのコミュニケーションをよく図ること」が49.6％で最も多く、

「職場において家庭生活や地域活動に参加しやすい雰囲気をつくること」（43.1％）、「労働時間短縮

や休暇制度を充実させ、利用を促進すること」（31.1％）、「家事などを男女で分担するようなしつけ

や育て方をすること」（30.3％）、「男性が家庭生活や地域活動に参加することについて男性本人の

抵抗感をなくすこと」（29.3％）と続いています。

　このため、家庭生活や地域活動への時間が確保しやすい職場環境への取組も必要となってきます。

本市では、育児休業制度のある事業所は86.1％となっていますが、制度を利用した女性労働者は

85.8％、男性労働者は1.0％という状況であり（平成21年度新潟市賃金労働時間等実態調査）、制度

の活用、とりわけ男性が育児休業を取得しやすい環境づくりが求められています。

　また、男性の家庭生活や地域活動への積極的な参画を促すための情報や学習機会の提供に努め

る必要があります。

【1】 仕事と生活の調和に向けた意識の啓発
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　【具体的取組】

1 働き方の見直しに関する啓発

2 男女がともに働きやすい職場環境の整備促進

3 家庭生活・地域活動への男女共同参画の促進

●ワーク・ライフ・バランスの取組が企業にとってもメリットになることを事業主に啓発しま

　す。（男女共同参画課、雇用対策課）

●これまでの男性の仕事中心の生き方・働き方や家事・育児・介護等の女性への偏重の

　見直し、多様な働き方についての啓発を進めます。（男女共同参画課）

●長時間労働の抑制や年次有給休暇の取得促進のための啓発を進めます。

　（男女共同参画課、雇用対策課）

●育児・介護休業等の取得しやすい職場環境づくりを促進します。

　（男女共同参画課、雇用対策課）

●市役所におけるワーク・ライフ・バランスの取組を推進し、特に男性職員の子育て参加

　を促進します。（人事課）

●男性が家庭生活での責任を分担できるよう、男性の家事・育児・介護等への参画を促

　進します。（男女共同参画課、保健所健康衛生課、生涯学習センター、公民館）

●男性が地域活動に参加するきっかけとなるような学習機会を提供するとともに、地域

　課題の解決に向けた実践的な取組の中で、男女共同参画の視点を持ってもらうよう

　啓発します。（男女共同参画課、公民館）

●地域で暮らす男女がともに地域社会の担い手となるよう、防災などの地域活動への参

　画を支援する取組を進めます。（危機管理防災課、消防局警防課）

【現状と課題】
　「基礎調査」では、女性の職業と生活設計について、「出産をきっかけとして一時家庭に入り、育児が

終わると再び職業を持つ方がよい」とする人が48.6％、「結婚や出産の後も仕事を続ける方がよい」

とする人は27.3％で男女間の差はほとんどありません。

　また、女性が職業を持ち続けていくうえで障害と思われることについては、「家事や育児・介護との

両立が難しい」（71.1％）、「育児休業や介護休業などの制度が不十分である」（49.6％）、「保育施設

の数や内容が十分でない」（34.3％）、「男性に比べて賃金が安く、職種も限られている」（26.8％）な

どとなっています。

　誰もが安心して子育てや介護をしながら仕事や地域活動に参画していくためには、子育てや介護

について男女がともに主体的に関わっていく意識啓発を行いながら、社会全体で子育てや介護を支

援していく取組が必要です。そのため、継続して多様なニーズに合った保育サービスや介護サービス

の充実に努めるとともに、地域全体で子育てや介護を支える仕組みづくりも進める必要があります。

【２】 多様なライフスタイルに対応した子育てや介護等に関する支援

28
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　【具体的取組】

1 子育て支援策の充実

2 介護サービス基盤の整備・充実

3 地域で支える環境づくり

●就労する保護者の増加や就労形態の多様化に対応し、子育てと仕事の両立を支えら

　れるよう、延長保育、乳児保育、休日保育、病児保育等各種保育サービスの拡充と質の

　向上に努めます。（保育課）

●放課後児童クラブや子どもふれあいスクール事業等、放課後の子どもたちの安全・安

　心な居場所の確保の充実に努めます。

　（こども未来課、障がい福祉課、地域と学校ふれあい推進課、公民館）

●子育て中の保護者が育児についての不安や悩みを気軽に相談できる体制整備を進め

　ます。（こども未来課、保育課、障がい福祉課、保健所健康衛生課）

●保育付き講座や学習会を開催するなど、子育て中の社会参加の機会づくりを進めま

す。（男女共同参画課、公民館、各課）

 

●介護を社会的に支援するため、在宅サービス、施設サービスや相談事業など介護サー

　ビスの充実を図ります。

　（福祉総務課、障がい福祉課、高齢介護課、保健所健康衛生課）

●男女が共に介護の担い手になるため、介護についての学習機会や情報提供などの拡

　充に努めます。また、高齢者本人や介護家族を地域全体で支援するため、認知症に対

　する正しい理解を啓発します。（高齢介護課）

 

●子育てを地域全体で支えていくために、地域の人材や市民団体との連携を図りながら

　子育て支援のネットワークづくりを進めます。（こども未来課、公民館）

●高齢者が住みなれた地域で暮らし続けることができるよう、地域での高齢者の見守り

　体制の充実に努め、自立を支えます。（福祉総務課、高齢介護課）

●ボランティア活動や地域活動等を通じて高齢者の社会参画を促進します。（高齢介護課）

 

●ひとり親家庭が安心して子育てし自立した生活が営めるよう、児童扶養手当や医療費

　助成、母子寡婦福祉資金貸付などの経済的支援や就労に関する支援、住居や日常生

　活支援など家庭状態やニーズに応じた総合的な支援に努めます。（こども未来課）

4 ひとり親家庭への支援の充実
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図－14　仕事と家庭生活や地域活動などの位置付け

資料：新潟市「男女共同参画に関する基礎調査」（平成21年）
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性に関する理解と生涯にわたる健康の確保性に関する理解と生涯にわたる健康の確保
－「性と生殖に関する健康と権利（リプロダクティブ・ヘルス／ライツ）」の尊重－

目標
5

　男女が豊かな人生を送るためには、互いの性を十分に理解し、尊重しながら健康を維持していくこ

とが不可欠です。特に女性は、妊娠や出産のための身体的機能を備えており、男性とは異なる健康上

の問題に直面することから、思春期、成熟期、更年期、高齢期等人生の各段階を通じた健康確保の重

要性を理解することが大切です。

　このため、「性と生殖に関する健康と権利（リプロダクティブ・ヘルス／ライツ）」の視点から、男女が

互いに心身の健康について正しい知識を身につけ、尊重しあい、主体的に行動して自身の健康を管理

できるよう健康教育や啓発活動を推進し、生涯にわたる健康づくりを支援します。

　【現状と課題】

　「基礎調査」では、「妊娠や出産にかかわる女性の健康と権利に配慮すべきである」と考える人の割

合は、約9割となっています。また、「女性の健康と権利について、男女が理解し合うために必要なこ

と」では、「配偶者やパートナー間の話し合い」（75 .1％）に続いて、「親子間での話し合い」

（35.5％）、「学校における性教育」（35.0％）「学校における女性の健康と権利に関する教育」

（32.7％）などとなっています。

　このため、若い世代に互いの性を理解し尊重する性教育を実施するとともに、家庭での理解促進の

ため学習機会や啓発活動を充実していくことが必要です。

　また、性同一性障がいなど多様な性のあり方に対する理解を進めることも必要です。

【1】 性を理解・尊重するための啓発活動の推進

性と生殖に関する健康と権利（リプロダクティブ・ヘルス／ライツ）
　リプロダクティブ・ヘルス（性と生殖に関する健康）とは、平成６年（1994年）の国際人口／開発会議の
「行動計画」及び平成７年（1995年）の第４回世界女性会議の「北京宣言及び行動綱領」において、「人
間の生殖システム、その機能と（活動）過程の全ての側面において、単に疾病、障がいがないというばかり
でなく、身体的、精神的、社会的に完全に良好な状態にあることを指す」とされています。
　また、リプロダクティブ・ライツ（性と生殖に関する権利）は、「全てのカップルと個人が自分たちの子ども
の数、出産間隔、並びに出産する時を責任をもって自由に決定でき、そのための情報と手段を得ることが
できるという基本的権利、並びに最高水準の性に関する健康及びリプロダクティブ・ヘルスを得る権利」と
されています。

　【具体的取組】

1 性に関する正しい知識と理解についての教育・学習機会の充実

●学校において、性に関する正しい理解・尊重のために発達段階に応じた性教育の指導

　の充実に努めます。（学校支援課）

●地域において、思春期の子どもと保護者に対し、健康・性・こころの問題についての幅

　広い知識の普及を図ります。（保健所健康衛生課、公民館）
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●男女共同参画推進センター「アルザにいがた」等において、性と生殖の健康と権利に関す
　る自己決定についての正しい理解を促す講座等を開催し啓発を進めます。
　（男女共同参画課）

　【現状と課題】
　男女が自身の健康に対して、思春期、成熟期、更年期、高齢期等のライフステージに応じて的確に自

己管理ができるよう支援が必要です。特に、妊娠・出産・育児に関する相談や保健指導、健診の充実と

ともに、不妊に対する対応も必要となっています。

　平成21年度の本市の女性の健康診査受診率は、子宮頸がん検診14.7％、乳がん検診16.1％と

年々向上してきていますが、早期発見、早期治療のためにより受診しやすい環境づくりが求められて

います。

　また、次世代への影響が懸念される性感染症などについては、予防・啓発や相談・検査体制を充実す

る必要があります。

　【具体的取組】

【２】 ライフステージに応じた健康づくりの支援

2 性と生殖の健康と権利に関する自己決定についての啓発活動の充実

●生活習慣病予防や介護予防のため健康教育や健康相談を実施します。

　（保健所健康衛生課）

●がんの早期発見、早期治療を促進するため、各種がん検診を実施します。特に女性特

　有のがんである子宮頸がん、乳がんの受診率向上に努めます。（保健所健康衛生課）

●安心・安全な出産のため、妊娠中の保健指導や健康管理、また産後の母体保護を支援

　し、あわせて経済的負担の軽減を図ります。（保健所健康衛生課） 

●育児の不安を解消するための情報提供や男女で協力することの必要性を啓発します。

　（保健所健康衛生課）

●特定不妊治療にかかる経済的負担を軽減するため、費用の一部を助成します。

　（保健所健康衛生課）

●女性のこころとからだ、性に関する専門相談を実施し、問題解決を支援します。

　（男女共同参画課、保健所健康衛生課）

●HIV／エイズ、性感染症、薬物乱用などについて、地域や学校とも連携して正しい知識

　の普及・啓発、情報提供を行います。（保健所保健管理課、学校支援課）

●HIV／エイズや性感染症について安心して相談ができ、検査が受けやすい環境づくり

　を進めます。（保健所保健管理課）

1 生涯にわたる健康づくりのための支援

2 妊娠・出産等に関する健康支援

3 こころとからだの相談体制の充実

4 性感染症等への対策
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－ＤＶ対策の強化とあらゆる人権侵害行為の防止－
目標
6

　配偶者やパートナーなど親密な関係にある人からの暴力（ＤＶ）やセクシュアル・ハラスメント、性暴

力などは、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害です。また、その被害者の多くは女性であり、女性

に対する暴力は、男女が対等な構成員として社会に参画する際の障壁となるもので、男女共同参画社

会の実現のために克服すべき重要な課題です。 

　本市では、広報、相談、被害者支援等に取り組んでいますが、こうした被害をなくすためには、ＤＶ等

の人権侵害行為に関する理解を深めてもらい、企業・学校・地域等あらゆる場面で暴力は許さないとい

う意識を醸成していくことが必要です。 

　特にＤＶは外部から発見しづらく、その被害が深刻化・潜在化しやすいという特徴があり、また、被害

者が自立した生活を送るためには、多くの課題があり時間もかかります。 

　このため、本市では、ＤＶ防止及び被害者の保護や自立支援のための施策を総合的に実施していく

ため、「新潟市配偶者等からの暴力防止・被害者支援基本計画」を策定し、女性に対する暴力の根絶

に向けた施策を推進していきます。

※具体的な取組については、次章「新潟市配偶者等からの暴力防止・被害者支援基本計画」に基づき、施

　策を実施していきます。

　【現状と課題】
　職場におけるセクシュアル・ハラスメントについては、男女雇用機会均等法で事業主に雇用管理上の措置義

務があります。また、「新潟市男女共同参画推進条例」では、職場、地域、学校、家庭その他の社会のあらゆる分

野においてセクシュアル・ハラスメントなど「性別による権利侵害の禁止」を規定しています。

　本市ではセクシュアル・ハラスメント防止の啓発に努めてきましたが、職場だけでなく教育の場や地域活

動等でのセクシュアル･ハラスメントについても防止に向けた意識啓発を行い、正しい理解を広めていくこ

とが必要です。

　近年、インターネットやゲームソフトなどでの女性に対する性暴力表現、性犯罪被害、性の商品化という

人権侵害等が問題になっています。人間としての尊厳を傷つける、女性に対する暴力についての認識を徹

底し、その防止に努めるとともに、安心して暮らせる環境づくりを進めることが必要です。

　【具体的取組】

●セクシュアル・ハラスメントを防止する環境づくりのため、パンフレット等を活用した啓発を

　進めます。（男女共同参画課、雇用対策課）

【1】 ＤＶの根絶とＤＶ被害者への総合的な支援体制づくり

新潟市配偶者等からの暴力防止・被害者支援基本計画

【2】 セクシュアル・ハラスメント、性暴力防止対策の推進

1 セクシュアル・ハラスメントの防止

女性に対する暴力の根絶
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●セクシュアル・ハラスメントに関する相談窓口等の情報提供に努めます。

　（男女共同参画課、雇用対策課）

●市職員や教職員に対し、セクシュアル・ハラスメントの防止を周知徹底します。

　（人事課、教職員課）

●関係機関等と連携して性暴力防止のための意識啓発や、性犯罪等に巻き込まれないよう、

　地域での広報・啓発活動を進めます。（男女共同参画課、コミュニティ支援課）

●青少年に悪影響を及ぼす恐れのある社会環境の浄化活動を行うとともに、地域団体等と

　協力して安全な環境づくりを進めます。（コミュニティ支援課、生涯学習課）

2 性暴力防止の啓発と安全な環境づくり
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新潟市配偶者等からの暴力防止・

被害者支援基本計画

35

第 4章第 4章



計画期間2
　計画期間は、「第２次新潟市男女共同参画行動計画」と同様に平成23年度から平成27年度までの

５年間とします。

　計画期間中にＤＶ防止法の改正等により基本的な事項の見直しや新たに盛り込むべき事項等が生

じた場合は、必要に応じて見直します。

DVの現状3

新潟市配偶者等からの暴力防止・被害者支援基本計画

計画の位置づけ
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1
　この計画は、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」（以下「ＤＶ防止法」とい

う。）第２条の３第３項の規定に基づく基本計画であり、本市における施策の基本方向と実施内容に

ついて定めたものです。

　この計画は、「第２次新潟市男女共同参画行動計画」に含めるかたちで策定しています。

第 4章
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■ ＤＶ相談件数
　【新潟市】

区 役 所

男女共同参画推進センター「アルザにいがた」

合  　計

18年度

100

108

208

19年度

167

92

259

20年度

218

174

392

21年度

243

141

384

女性福祉相談所

警  　察

18年度

563

285

19年度

524

380

20年度

604

445

21年度

520

470

※「区役所」は、女性相談員及び女性相談担当課の相談件数
※18年度の「区役所」は、新潟福祉事務所と新津福祉事務所の件数

［新潟市男女共同参画課調べ］

※「新潟県女性福祉相談所」は、新潟県配偶者暴力相談支援センター機能を果たす機関
※新潟県警察の数値は、暦年の認知件数

［新潟県児童家庭課・新潟県警察本部調べ］

　【新潟県】
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　「基礎調査」において、配偶者等から下図のような暴力を一度でも受けたことがある人は

19.3％で、女性では24.2％、男性では13.2％となっています。

※精神的暴力…おどす、無視する、人格を否定する、交友関係や行動を監視するなど
　経済的暴力…生活費を渡さない、働くことを妨害するなど
　性的暴力…性行為や中絶を強要する、ポルノ雑誌を無理に見せる、避妊に協力しないなど
　社会的暴力…外出や行動を制限する、（携帯）電話・メールを細かく監視するなど
　子どもを使った暴力…人格をおとしめるような言葉を子どもに聞かせるなど

■ ＤＶによる一時保護件数（新潟県）

女性福祉相談所

18年度

51

19年度

43

20年度

34

21年度

36

新潟地方裁判所

18年度

32

19年度

43

20年度

36

21年度

38

図-16　配偶者などからの暴力（DV）を受けた経験の有無
〔配偶者のいる（いた）人〕

資料：新潟市「男女共同参画に関する基礎調査」（平成21年）

何度もあった

命の危険を感じるくらいの
身体的暴力

医師の治療を必要とする
くらいの身体的暴力

医師の治療を必要としない
くらいの身体的暴力

精神的暴力

経済的暴力

性的暴力

社会的暴力

子どもを使った暴力

〔女性 ｎ＝939〕

一、二度あった

（％）
20 15 10 5 0

〔男性 ｎ＝735〕
（％）

0 5 10 15 20

0.70.1

0.50.3

2.90.8

7.12.9

2.00.3

1.10.0

1.61.4

3.71.5

0.92.6

0.52.6

2.76.8

8.87.7

3.63.7

1.94.9

3.33.5

2.04.8

［新潟県児童家庭課調べ］

［最高裁判所調べ］

■ 保護命令発令件数（新潟県）

■ ＤＶ被害の経験（新潟市）



施策の内容5

計画の基本的な方向性
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4
　配偶者やパートナーなど親密な関係にある人からの暴力（ＤＶ）は、犯罪となる行為をも含む重大

な人権侵害です。

　しかし、家庭内の問題、個人的な問題としてとらえられることも多く、被害が潜在化・深刻化しやすい

特性があります。

　平成21年度に実施した本市の「基礎調査」では、配偶者などから暴力を受けた経験のある人は、女

性では24.2％、男性では13.2％となっています。また、相談窓口でのＤＶに関する相談件数は増加の

傾向にあります。

　ＤＶ防止施策の推進にあたっては、ＤＶに関する正しい理解を広めるとともに、関係機関等との連携

を図りながら、ＤＶ被害者の人権を尊重した適切な相談・保護・自立支援を切れ目なく総合的に実施し

ていく必要があります。

　この計画では、次の４項目を施策の方向として取組を進めます。

　本市では、ＤＶについての理解を深めるため、広報紙や講座などによる市民への広報・啓発を実施し

ていますが、ＤＶの実態や問題性、ＤＶが重大な人権侵害であるということについての認識が深まって

いるとは言えない状態です。ＤＶを防止するためには、ＤＶについての正しい理解を浸透させるととも

に、男女の人権を尊重し、個人の尊厳を傷つける暴力は許さないという意識を社会全体で共有してい

くことが必要です。

　近年は、配偶者間だけではなく、交際相手からの暴力「デートＤＶ」も問題となっています。本市で

は、学校や民間支援団体と連携して、高校生や大学生などを対象としたデートＤＶ防止セミナーを実

施していますが、若年層へのＤＶ防止の啓発や男女の人権尊重の意識を高める教育・学習は重要であ

38

【1】 ＤＶを容認しない社会づくりの推進

【1】 ＤＶを容認しない社会づくりの推進

【2】 相談体制の充実
【3】 ＤＶ被害者の保護体制と自立支援の充実
【4】 関係機関や民間支援団体との連携の強化

【現状と課題】

ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）
　本計画では、配偶者やパートナーなど親密な関係にある人からの身体的暴力、精神的暴力、性的暴力な
どをＤＶとしています。また、計画の対象には、交際相手からの暴力も含めるものとします。
　なお、ＤＶ防止法では、配偶者（事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び元配偶者を含む）からの身
体的暴力又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動を「配偶者からの暴力」としています。
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り、一層充実していく必要があります。

　また、ＤＶ防止のためには、加害者の更生に関する施策も課題となっています。現在、国などにおいて

調査研究が進められていますが、有効な方法等が確立されているとは言えない状況にあり、今後、研究

していくことが必要です。

　ＤＶについては、早期の対応が深刻な状況に陥ることを防ぐことになるため、被害者が早期に適切

な相談や支援が受けられるようにすることが重要です。「基礎調査」では、ＤＶ被害の経験があると回

答した人のうち、ＤＶについてどこにも相談しなかったという人は46.6％となっており、その理由として

は、「自分さえがまんすれば、なんとかこのままやっていけると思った」（35.8％）、「自分にも悪いところ

があると思った」（33.8％）などが高い割合となっています。被害者の中には、ＤＶを受けているとの認

識がなく、どこにも相談せずに抱え込んでいる状況もあると思われます。

　また、市民がＤＶを身近で見聞きした経験については、「身近に被害を受けた人がいる」（14.2％）、

「身近な人から相談されたことがある」（6.3％）となっています。一方、ＤＶに関する相談窓口について

は、「知らない」とした人が56.8％と半数以上でした。

　本市では、ＤＶ相談機関のカードを作成し、様々な施設等に配置して周知を図っていますが、より効

果的な方法を検討し、被害者が早期に適切な支援が受けられるようにする必要があります。

【具体的取組】

●ＤＶが人権侵害であるという認識を深め、ＤＶ防止に向けた意識の醸成を図るため、リーフレッ

トや広報紙、ホームページなどを活用し、市民や事業者等に対する広報活動を充実します。

（男女共同参画課）

●ＤＶに関する理解促進を図るため、講演会や講座などの啓発事業を実施します。

　（男女共同参画課）

●若年層への教育・啓発を推進するため、学校等における人権教育を実施するほか、デートＤＶ

予防セミナー等の啓発事業を行います。（男女共同参画課、学校支援課）

●加害者更生に関する調査研究の状況について情報を収集し、施策についての検討を行いま

す。（男女共同参画課）

1 ＤＶ防止の意識啓発の推進

●ＤＶ相談窓口について広く市民に周知するため、広報カード等を作成するとともに、周知方法

についての検討を行います。（男女共同参画課）

●外国人や障がいのある人など個々の状況に配慮した情報提供を充実するとともに、関係団体

等についても情報提供に努めます。（男女共同参画課、障がい福祉課、国際課）

●被害者を早期に発見するため、保健・医療・福祉・教育関係者や民生委員・児童委員など地域

の福祉関係者に対し、ＤＶ防止の啓発や相談窓口についての情報提供を行います。

　（男女共同参画課、区役所健康福祉課、区役所保護課、関係課）

2 ＤＶ相談窓口の周知
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　本市では、区役所の女性相談員及び女性相談担当課、男女共同参画推進センター「アルザにいが

た」相談室を中心にＤＶ相談を実施しています。ＤＶに関する相談は、平成21年度は384件で増加傾

向にあり、相談内容も多様化しています。ＤＶ被害者が安全に安心して相談できるよう相談窓口の安

全確保や夜間・休日の相談対応の検討、外国人や障がいのある被害者への配慮など体制を充実して

いく必要があります。

　相談は、被害者支援の入口でもあることから、個々の状況を見極め、適切な支援につないでいくこ

とが求められます。相談員は、ＤＶの特性を理解するとともに、被害者の個人情報の保護、安全と安心

の確保など、被害者の立場に立った配慮をし、適切な情報提供と支援を行うため、知識や技術の向上

を図る必要があります。また、被害者は、多岐にわたる問題を抱えていることが多く、様々な相談窓口

を利用します。窓口の職員が不適切な対応をすることによって、被害者に二次的被害を与えることに

もなるため、業務を行う職員はＤＶについて十分理解することが必要です。本市では、「ＤＶ相談窓口

調整会議」において情報交換や研修を実施していますが、一層の充実を図る必要があります。

　また、医療機関や保健・福祉機関など日常業務を通じてＤＶ被害者を発見しやすい立場にある関係

機関の職員が被害者を早期に相談窓口につなぐことができるようＤＶ防止や通報について周知する

とともに、相談関係機関等によるケース検討会議の実施などにより連携を強化し、相談・支援の充実

を図ることが必要です。

【2】 相談体制の充実
【現状と課題】

【具体的取組】

●被害者の安全と秘密の保持に配慮した相談環境を整えます。

　（区役所健康福祉課、区役所保護課）

●現在、相談業務を実施していない夜間や休日の対応について検討します。（男女共同参画課）

●外国人や障がいのある被害者が安心して相談できるよう、外国語通訳や手話通訳など個々の状

況に配慮した相談対応に努めます。（障がい福祉課、国際課、区役所健康福祉課、区役所保護課）

1 安全に安心して相談できる体制づくり

●相談員の知識と技術の向上を図るため、ＤＶの特性や相談手法等についての研修を充実するとと

もに、困難事例等についてアドバイスができる体制づくりに努めます。（男女共同参画課）

●相談窓口等における被害者への二次的被害防止を図るため、関係職員の研修を実施します。

　（男女共同参画課）

●相談従事者が各種制度についての情報を共有し、適切な対応をするための研修を実施します。

（男女共同参画課）

2 相談従事者の研修の充実

●被害者を早期に発見し、適切な相談や支援につなぐため、医療機関や保健・福祉機関等との連携・

協力体制の充実を図ります。（男女共同参画課、区役所健康福祉課、区役所保護課、関係課）　

●ケース検討会議の実施などにより相談関係機関等の相互の連携強化を図ります。

　（男女共同参画課、区役所健康福祉課、区役所保護課、関係課）

3 相談窓口等の連携強化
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【3】 ＤＶ被害者の保護体制と自立支援の充実

【現状と課題】

【具体的取組】

●緊急時における被害者の避難場所の確保など適切な保護体制について検討します。

　（男女共同参画課、こども未来課）

●新潟県女性福祉相談所（新潟県配偶者暴力相談支援センター）や警察と連携し、同行支援な

ど一時保護における被害者の安全確保を図ります。（区役所健康福祉課、区役所保護課）

●外国人、高齢者、障がいのある被害者については、それぞれの状況に配慮し、関係機関と連携

して対応します。（区役所健康福祉課、区役所保護課）

1 安全に配慮した保護体制の確立

　ＤＶ被害者を緊急に保護する必要がある場合は、婦人相談所等での一時保護や市町村による安全

確保を行うことになっています。本市では、新潟県女性福祉相談所（新潟県配偶者暴力相談支援セン

ター）や警察と連携して被害者及び被害者が同伴する家族を一時保護につなぐ支援を行うとともに、

県からの緊急一時保護委託を受けて市の施設で保護を実施しています。しかし、被害者が一時保護さ

れるまでの間の体制は十分とは言えないため、緊急避難場所の提供など安全確保に向けた体制づく

りが必要です。

　平成19年に改正されたＤＶ防止法では、市町村においても適切な施設で、配偶者暴力相談支援セ

ンターとしての機能を果たすよう努めることとしています。被害者の相談に応じ、自立に向けた支援の

情報提供や調整を行うといった支援センター業務の一部については、区役所の女性相談員・女性相談

担当課を中心に関係課が連携して行っていますが、相談から保護・自立支援までを切れ目なく行ってい

く総合的な支援体制づくりが求められています。

　また、被害者支援には、多岐にわたる部署が関係するため、対応マニュアルの作成や手続きのワン

ストップ化を進めるとともに、個人情報の保護などの安全確保を徹底する必要があります。

　被害者が生活を再建し自立するためには、住宅の確保や就業、生活費の問題、子どもの就学の問

題など生活全般にわたる幅広い支援が必要です。本市では、被害者の状況やニーズに応じて各種制

度を活用することができるよう情報提供や手続き支援を行うとともに、自立促進のための施策を実施

していますが、住宅確保や就労支援などでの課題も多く、施策の充実に向けた検討が必要です。

　被害者は、様々な悩みを複合的に抱えることにより、不安定な精神状態に陥ることも少なくないた

め、必要に応じて専門的なケアが受けられるようにする必要があります。

　また、被害者の子どもについても、安全確保やこころのケアについて配慮し、支援することが必要で

す。ＤＶの環境下に子どもを置くことは、子ども自身が暴力を受ける可能性があることや、児童虐待防

止法では心理的虐待にあたるとしていることから、子どもへの深刻な影響があることを考慮し、専門

機関などと連携してケアを行うことが必要です。

　外国人、高齢者、障がいのある被害者については、それぞれの状態に配慮した保護・自立支援を行

うことが求められており、関係機関や団体と連携して支援することが必要です。
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●配偶者暴力相談支援センター機能の充実を図り、総合的な支援体制づくりを進めます。

　（男女共同参画課、関係課）

　・被害者の相談・支援にあたる区役所の配偶者暴力相談支援センター機能を充実するとともに、 

　  相談・支援部署の連携を図り、一体的な被害者支援体制を整備します。

　・各相談・支援の窓口へのサポートと全市的な対応を調整・統括するための機能の整備を進めます。

　・配偶者暴力相談支援センターとしての位置づけを明確にしていきます。

●関係部署の支援対応についてマニュアルを作成し、支援情報等の共有化を図ります。

　（男女共同参画課、関係課）

●被害者の精神的負担の軽減や安全確保のため、関係部署での手続きに共通して使用できる様式

の作成、手続きのワンストップ化、状況に応じた同行支援の実施などを進めます。

　（男女共同参画課、関係課）

●被害者やその家族などに関する個人情報の管理・保護を徹底するとともに、関係機関への情報提

供については安全に配慮します。（関係課）

総合的な相談支援体制の確立

配偶者暴力相談支援センター
　ＤＶ防止法では、「市町村は当該市町村が設置する適切な施設において、当該各施設が配
偶者暴力相談支援センターとしての機能を果たすようにするよう努めるものとする」と規定
されています。支援センターの機能としては、①相談又は相談機関の紹介、②カウンセリン
グ、③被害者及び同伴者の緊急時における安全確保及び一時保護、④被害者の自立生活促
進のための情報提供その他の援助などがあります。

●被害者の意思を尊重しながら状況に応じた支援策を調整し、生活再建に向けて継続的な支援を

行います。（区役所健康福祉課、区役所保護課）

●生活支援のための各種制度の情報提供や手続き支援などを行います。（市民総務課、福祉総務

課、こども未来課、保険年金課、区役所区民生活課、区役所健康福祉課、区役所保護課、関係課）

　・生活保護制度、母子寡婦福祉貸付金などの活用

　・健康保険、医療費助成、年金、児童扶養手当等の制度に関する情報提供と手続き支援

　・ひとり親家庭日常生活支援事業、母子自立支援員による相談等の支援

　・住民基本台帳の閲覧等の制限等についての情報提供と適切な実施

　・保護命令制度、法律相談等に関する情報提供と手続き支援

3 自立支援策の充実

●市営住宅等への入居支援を行うとともに、住宅確保に向けた支援について検討します。

　（男女共同参画課、こども未来課、住環境政策課）

　・母子生活支援施設での自立に向けた支援が必要な場合は入所による支援を実施

　・市営住宅の母子世帯向け住宅についての入居に関する情報提供

　・市営住宅の入居抽選時の優遇措置

●就業に関する相談や職業訓練制度の情報提供など就業に向けての支援を行います。

　（こども未来課、区役所健康福祉課、区役所保護課）

　・ハローワーク等の就業支援情報の提供

　・母子家庭等就業・自立支援センター事業

　・母子家庭自立支援給付金制度

2
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●本市の「ＤＶ相談窓口調整会議」や新潟県の「配偶者暴力防止連絡会議」「実務担当者会議」等

を通じて関係機関や団体との連携を図ります。（男女共同参画課）　

●民間支援団体との連携を図り、団体の活動に対する支援を強化します。（男女共同参画課）

2 関係機関・民間支援団体との連携・協力体制の強化

【具体的取組】

●ＤＶのある家庭環境で生活する子どもや高齢者への支援について、児童虐待・高齢者虐待対

策関係機関との連携を図ります。

　（男女共同参画課、こども未来課、高齢介護課、区役所健康福祉課、区役所保護課）

1 児童虐待・高齢者虐待対策関係機関との連携

　ＤＶ対策については、幅広い分野にわたる関係機関等が、情報交換や具体的なケースに関する協議

を行うなど、様々なかたちで効果的に連携する必要があります。

　ＤＶと関係の深い児童虐待や高齢者虐待についても日常業務において関係機関との緊密な連携が

とれるようにするとともに、本市の「ＤＶ相談窓口調整会議」や既存の関係機関のネットワークを通じ

て、被害者の抱える複雑多岐にわたる問題に対処していくことが求められています。

　民間支援団体については、ＤＶ防止啓発活動や被害者に対するきめ細かい支援活動を行っており、

その役割は大きなものとなっています。団体の活動を支援するとともに、連携を強化し、協力してＤＶ防

止・被害者支援施策の充実を図っていく必要があります。

　計画の推進にあたっては、関係機関や民間支援団体等を含めた組織を設置し、計画を着実に推進し

ていくとともに、本市のＤＶの現状を把握しながら対応策についても検討できるような体制にしていく

ことが必要です。

【4】 関係機関や民間支援団体との連携の強化

【現状と課題】

●被害者にこころのケアが必要な場合は、専門の関係機関と連携し支援を行います。

　（男女共同参画課、こころの健康センター）

　・こころの健康センターや男女共同参画推進センター「アルザにいがた」相談室等との連携に 

　 よる支援

●被害者の同伴児童など、ＤＶ被害の環境にある子どもについては、児童相談所など専門の関

係機関や学校・幼稚園・保育園などと連携し、安全確保やこころのケア、学習支援などを行い

ます。（児童相談所、保育課、学務課、学校支援課）

　・転校等に当たっての配慮、居住地情報の保護

　・スクールカウンセラー等によるこころのケア

●外国人、高齢者、障がいのある被害者については、それぞれの状況に配慮し、関係機関と連携

して支援を行うとともに、状況に応じて手続きなどにおける通訳等の同行支援に努めます。

（障がい福祉課、高齢介護課、国際課）
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資料：新潟市「男女共同参画に関する基礎調査」（平成21年）

0 20 40 60 80

家族や親戚

友人・知人

県警察本部　女性被害110番
（最寄りの警察も可）

医療関係者（医師、看護師など）

市男女共同参画推進センター「アルザにいがた」
相談室（万代市民会館内）

市女性相談員（東区・中央区保護課、
秋葉区健康福祉課）

女性の人権ホットライン（新潟地方法務局）

どこ（だれ）にも相談しなかった

市民団体「女性のスペース・にいがた」
「ウィメンズサポートセンターにいがた」など

その他

市地域保健福祉センター

県男女平等推進相談室（ユニゾンプラザ）

35.2
41.4

20.6

31.2
36.6

18.6

1.9
1.8
2.1

1.9
2.2
1.0

0.9
1.3
0.0

0.6
0.9
0.0

0.3
0.4
0.0

2.8
2.6
3.1

46.6
39.2

63.9

0.6
0.9
0.0

0.3
0.4
0.0

0.3
0.4
0.0

図-17　配偶者などからの暴力（DV）に関する相談先

（％）

●「新潟市配偶者等からの暴力防止・被害者支援基本計画」の着実な推進を図り、課題への対応を

検討するため、関係機関や民間支援団体等を含めた組織を設置します。（男女共同参画課）

●定期的にＤＶに関する実態把握を行い、ＤＶ施策の充実を図るため、対応策を検討します。

　（男女共同参画課）

3 計画推進のための体制づくり

総数（ｎ＝324） 女性（ｎ＝227） 男性（ｎ＝97） （複数回答）

参考データ
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資料：新潟市「男女共同参画に関する基礎調査」（平成21年）

0 2010 30 40 50

自分にも悪いところがあると思ったから

相談しても無駄だと思ったから

自分さえがまんすれば、なんとかこのまま
やっていけると思ったから

恥ずかしくてだれにも言えなかったから

相談するほどのことではないと思った、または
自分の愛情で相手を変えられると思ったから

そのことについて思い出したくなかったから

相談相手の言動によって不快な思いを
させられると思ったから

他人に知られると、これまで通りの付き合い
（仕事や学校などの人間関係）が

できなくなると思ったから

その他

相手の行為は愛情の表現だと思ったから

相談したことがわかると、仕返しを受けたり、
もっとひどい暴力を受けると思ったから

世間体が悪いから

他人を巻き込みたくなかったから

どこ（だれ）に相談してよいかわからなかったから

35.8
41.6

27.4

33.8

40.3
29.2

29.1
27.0

32.3

25.2
30.3

17.7

20.5
23.6

16.1

11.9
11.2
12.9

8.6
6.7
11.3

7.3
6.7
8.1

6.6
9.0

3.2

4.0
5.6

1.6

4.0
1.1

8.1

3.3
3.4
3.2

3.3
5.6

0.0

7.3
7.9
6.5

総数（ｎ＝151） 女性（ｎ＝89） 男性（ｎ＝62） （複数回答）

図-18　配偶者などからの暴力（DV）に関する相談をしなかった理由

（％）
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資料：新潟市「男女共同参画に関する基礎調査」（平成21年）

（％）
0 4020 60 80 100

総数（ｎ＝2,188） （複数回答）

テレビや新聞などで問題になっていることは
知っている

身近に被害を受けた人がいる

身近な人から相談されたことがある

見聞きしたことはない

その他

66.3

14.2

6.3

0.6

26.7

図-19　DVを身近で見聞きした経験

資料：新潟市「男女共同参画に関する基礎調査」（平成21年）

0 4020 60 80

23.5

10.1

7.9

6.9

5.5

5.4

3.7

3.6

0.4

56.8

県警察本部　女性被害110番
（最寄りの警察も可）

市男女共同参画推進センター「アルザにいがた」
相談室（万代市民会館内）

市女性相談員（東区・中央区保護課、
秋葉区健康福祉課）

配偶者暴力相談支援センター
（県女性福祉相談所）

どこも知らない

女性の人権ホットライン（新潟地方法務局）

市民団体「女性のスペース・にいがた」
「ウィメンズサポートセンターにいがた」など

その他の相談窓口

市地域保健福祉センター

県男女平等推進相談室（ユニゾンプラザ）

（％）
総数（ｎ＝2,188） （複数回答）

図-20　DVに関する相談窓口の認知度
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（％）
総数（ｎ＝2,188）（複数回答）

資料：新潟市「男女共同参画に関する基礎調査」（平成21年）

0 4020 60

24時間いつでも相談できる体制をつくる

警察、医療機関、役所、民間団体等との
ネットワークをつくり、被害者を支援する

加害者への対策を強化する

相談窓口や利用できる支援についてPRする

被害者が一時的に身を隠せる施設（シェルター）
を充実する

被害者の心や体のケアを行う施設や
体制を充実する

被害者の経済的自立をめざす支援体制を充実する

相談員や支援関係者への研修や教育を充実させる

民間支援団体の活動を支援する

その他

特にない

47.7

43.0

35.5

33.4

28.8

26.8

26.8

8.3

3.3

1.7

2.7

図-21　DV被害者支援のために必要なこと

（％）総数（ｎ＝2,188） （複数回答）

資料：新潟市「男女共同参画に関する基礎調査」（平成21年）
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350

推進体制の充実・強化2
　本計画に基づき、男女共同参画社会の実現に向け、各部署が男女共同参画の視点を持って施策を

総合的、計画的に進めるため、職員の男女共同参画についての理解を深めるとともに、庁内における

推進体制の充実・強化を図ります。

　また、市民団体や事業者等との連携、協働を進めるとともに、国・県等関係機関との連携強化を図り

ます。

計画の推進

計画の進行管理1

　「第2次新潟市男女共同参画行動計画」に基づき、男女共同参画の推進に関する施策を着実に進

めていくため、達成度を測るための指標を設定したうえで毎年点検・評価し、その結果を公表します。

第 5章

　本計画の６つの目標ごとに、達成度を測るための指標を設定し、計画期間中に達成すべき数値目標

を設定します。

　指標は、事業実施による成果を測る成果指標を設定することとし、活動指標も取り入れながら毎年

の評価を行っていきます。

【1】 指標の設定

　市長の附属機関である新潟市男女共同参画審議会は、市長の諮問に応じて男女共同参画の推進

に関する重要事項について調査審議し市長に答申するほか、計画の進捗状況についての評価等を行

い、必要と認められる事項について市長に意見を述べます。

【1】 男女共同参画審議会

　本計画に基づく施策の実施状況を毎年点検・評価し、年次報告書を作成して公表します。

　男女共同参画の推進に関する個別事業の実施状況及び目標ごとの達成状況を新潟市男女共同参

画審議会に報告し、その評価を受け、計画の進捗状況を市民に分かりやすく公表します。

【2】 評価と公表
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　本計画を全庁的な取組の下で進めるため、市長を議長とし全部長等で構成する新潟市男女共同参

画推進会議を定期的に開催し、各部署が男女共同参画の視点に立ち、施策を総合的かつ計画的に推

進します。

【2】 男女共同参画推進会議

　男女共同参画社会を実現するためには、行政だけでなく市民や市民団体、事業者等による主体的

な取組が不可欠です。そのため、市民団体や事業者等との連携を一層進め、事業の協働実施に積極

的に取り組みます。

【６】 市民、市民団体、事業者等との連携、協働

　職員一人ひとりが男女共同参画の視点を持って施策を推進することができるよう、男女共同参画に

ついての理解を深めるための情報提供や研修を充実します。

【3】 男女共同参画の視点を持った施策の推進

　各区の男女共同参画地域推進員と連携し、地域での男女共同参画を推進するための啓発活動の

取組を進めます。

【５】 男女共同参画地域推進員

　市が実施する男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策に関する苦情を申し出ること

ができる苦情処理制度が広く活用されるよう、より一層の市民周知を図ります。

【７】 男女共同参画苦情処理制度

　国・県等の関係機関との一層の連携を進め、情報の共有化や事業協力を図ります。

【８】 関係機関等との連携強化

　新潟市男女共同参画推進センター「アルザにいがた」は、本市の男女共同参画を推進する施策を

実施し、市民、事業者、市民団体による取組を支援するための拠点施設として、能力開発・職業支援・情

報・相談・調査研究・交流・保育の７機能の一層の充実を図ります。特に、情報発信機能の充実や公民

館や市民団体と連携した地域への男女共同参画啓発事業の展開を図ります。

【４】 拠点施設の機能の充実
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項　　目

目標１

目標２

目標３

目標４

目標５

目標６

現状値
（平成２１年度）

目標値
（平成２７年度）

1 市民の性別役割分担意識
　「男は仕事、女は家庭（家事・育児）」という考え方を
　否定する人の割合

２ 男女共同参画社会という用語の周知度
　男女共同参画社会を知っている人の割合 

法律や制度

家庭生活
地域社会
小学校３年生
小学校６年生
中学校２年生
審議会
懇話会
審議会
懇話会

５１．６％

５５．３％

３３．８％

９．５％

９．５％

８９．７％

３７．６％

※１　平成22年7月1日現在
※２　平成22年4月1日現在

７４．９％
１．０％
８５．８％

２３５分

１００％

６０％以上

５％以上
９０％以上

２００分以内

市内認定農業者
数の１０％以上

３０．２％
２９．０％
９３．９％
９５．６％
７７．２％

       ３０．８％
　　　 ２９．８％
　　　　 ６．０％
　　　 １２．７％

７．２％
　　　　 ８．０％
       １５．６％
       １５．６％
         ７．７％
         ５．９％

１８．８％

８０％以上

８０％以上

４０％以上

１５％以上

４０％以上
４０％以上

４０％以上

1０％以上

3０％以上

－

－

－

０％

※１

※１

※１

※１

※２

※２

※２

※２

※２

小学校・校長
小学校・教頭
中学校・校長
中学校・教頭

社会通念・
慣習・しきたり３ 男女の地位の平等感

４ 小・中学校の男女平等教育パンフ
　レットを活用した授業割合

５ 審議会等における女性委員割合

６ 女性委員のいない審議会等の割合

７ 農業委員における女性委員の割合

　　　　市立小・中学校の校長・
　　　　教頭における女性の割合

８ 職場における男女の地位の平等感

９ 家族経営協定締結農家数

１０ 男女別育児休業取得率

１１ 共働き夫婦の家事等平均時間の格差

１２ 妊娠や出産にかかわる女性の健康と権利に
　　配慮すべきであると考える人の割合

１３ ＤＶ被害にあったときの相談窓口を知っている人の
　  割合

　　　　所定内賃金の男女格差

１００％

９０％以上
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参考

参考
男性
女性

（　　　）共働き女性307分
男性72分

指標一覧



■第2次新潟市男女共同参画行動計画策定の経過

■新潟市男女共同参画審議会委員等名簿

■新潟市男女共同参画推進条例

■男女共同参画社会基本法

■配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律

■男女共同参画に関する国内外の動き

参 考 資 料参 考 資 料参 考 資 料参 考 資 料参 考 資 料参 考 資 料
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第２次新潟市男女共同参画行動計画 策定の経過
平成２１年度

期　日 事　　　　項

平成 21年 6月  1日

　　　  ～ 6月15日

平成 22 年 1月27日

平成 22 年 2月18日

平成 22 年 3月29日

○男女共同参画に関する基礎調査
・市内在住の満15歳以上の男女個人4,000人を対象に実施
・有効回収数（率）　　2,188人（54.7％）

○男女共同参画審議会
・「次期新潟市男女共同参画行動計画の基本的事項について」審議会
　に諮問

○配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策検討会議
・ＤＶ対策の現状と課題について

○男女共同参画審議会
・男女共同参画の現状と課題について

平成２２年度
期　日 事　　　　項

平成 22年 4月26日

平成 22 年 5月20日

平成 22 年 5月27日

平成 22 年 7月27日

平成 22 年 8月25日

平成 22 年 9月  2日

平成 22 年 9月30日

平成 22 年 10月20日

平成 22 年 11月  2日

平成 22 年 11月26日

平成 23 年 3月11日

平成 23 年 3月

○男女共同参画審議会
・男女共同参画行動計画案について

○配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策検討会議
・新潟市配偶者等からの暴力防止・被害者支援基本計画案について

○男女共同参画審議会
・男女共同参画行動計画案について

○配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策検討会議
・新潟市配偶者等からの暴力防止・被害者支援基本計画案について

○男女共同参画審議会
・男女共同参画行動計画案について

○男女共同参画審議会
・男女共同参画行動計画案について

○男女共同参画審議会
・男女共同参画行動計画案について

○男女共同参画審議会
・男女共同参画行動計画案について

○男女共同参画審議会
・男女共同参画行動計画案について

○男女共同参画審議会から「第2次新潟市男女共同参画行動計画案」
　として市長に答申

○第2次新潟市男女共同参画行動計画案の庁内最終調整平成22年 11月27日
　　  　～ 12月22日

○第2次新潟市男女共同参画行動計画案への市民意見募集

○男女共同参画審議会
・第2次新潟市男女共同参画行動計画案への市民意見募集の結果報告

○第2次新潟市男女共同参画行動計画策定

平成23年  1月11日
　　　　～ 2月  9日
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■新潟市男女共同参画審議会委員 平成 23年 3月現在（50 音順、敬称略）

氏　　名 役　職　名　等

石 本 勝 見

梅 津 玲 子

小 川 英 爾

笠　原　美紀子

工 藤 曉 美

小　林　　　修

櫻 井 香 子

定　方　美恵子

佐　藤　千穂子

田 中 祐 介

富 山 修 一

中 島 　 純

本 間 直 子

松　下　久美子

与 口 幸 子

◎

○

　新潟県立大学人間生活学部長

　新潟市立入舟小学校長

　妙光寺住職

　にいがた女性会議事務局長

　公募委員

　新潟県警察本部生活安全企画課　生活安全調査官

　弁護士

　新潟大学医学部保健学科准教授

　新潟市秋葉区農業委員

　連合新潟地域協議会　青年委員会委員長

　中央ビルディング（株）代表取締役社長

　NPO 法人ヒューマン・エイド２２　副代表

　新潟労働局雇用均等室長

　公募委員

　新潟日報社編集委員

■新潟市配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策検討会議構成員

新潟市男女共同参画審議会委員

NPO法人 ウィメンズサポートセンターにいがた

NPO法人 女のスペース・にいがた

NPO法人 新潟フェミニストカウンセリングセンターまど

新潟ヘルプの会

新潟市医師会

新潟市国際交流協会

新潟市社会福祉協議会

新潟県女性福祉相談所

◎会長　○会長代理
（平成22年3月まで）石田　德太郎（新潟県警察本部生活安全企画課　生活安全調査官）
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目次
　前  文
　第1章　総則(第1条―第8条)
　第2章　推進体制等(第9条・第10条)
　第3章　基本的施策(第11条―第21条)
　第4章　苦情処理(第22条)
　第5章　男女共同参画審議会(第23条)
　第6章　雑則(第24条)
　附  則

　我が国では、日本国憲法において、個人の尊重と法の
下の平等がうたわれ、女子に対するあらゆる形態の差別の
撤廃に関する条約の批准や雇用の分野における男女の
均等な機会及び待遇の確保等に関する法律、男女共同
参画社会基本法の制定など、男女平等の実現に向けた取
組が行われてきた。
　わたしたちのまち新潟においても、早くから市民と行政が
ともに、女性の地位向上と実質的な男女平等を目指した
取組を積極的に進めてきた。
　しかしながら、今なお、性別による固定的な役割分担意
識やそれに基づく社会の制度・慣行による不平等な取扱
い、家庭や社会で弱い立場にある者に対する様々な暴力
など、男女共同参画の推進を阻害する多くの課題が残され
ている。
　こうした状況を踏まえ、豊かで活力のあるまちづくりを進め
るためには、男女が互いにその人権を尊重しつつ、責任を
分かち合い、性別に関わりなく、その個性と能力を十分に
発揮することができる社会の実現が求められている。
　わたしたちは、ここに、基本的な理念と責務を明らかにし、
市と市民、事業者、市民団体の協働の下、市民一人一人
が尊重され、男女がともにあらゆる分野に参画し、自分らし
く生きることができるまち、新潟を実現するため、この条例を
制定する。

第 １ 章 　総　　則

（目的）
第１条　この条例は、男女共同参画の推進に関し、基本
理念を定め、市、市民、事業者及び市民団体の責務を明
らかにするとともに、男女共同参画の推進に関する施策
を総合的かつ計画的に実施することにより、男女平等な
社会を実現することを目的とする。

（定義）
第２条　この条例において、次の各号に掲げる用語の意
義は、当該各号に定めるところによる。
　⑴　男女共同参画　男女が、社会の対等な構成員とし
て、自らの意思によって社会のあらゆる分野における
活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等
に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受す
ることができ、かつ、共に責任を担うことをいう。

　⑵　積極的格差是正措置　前号に規定する機会につ
いて、男女間の格差を是正するため必要な範囲内に
おいて、男女いずれか一方に対し、当該機会を積極的
に提供することをいう。

　⑶　市民　市内に居住し、勤務し、又は在学するすべて
の個人をいう。

　⑷　事業者　市内において事業活動を行っている個人
及び法人その他の団体をいう。

　⑸　市民団体　市内において自発的な社会活動を行う
非営利の団体をいう。

　⑹　セクシュアル・ハラスメント　継続的な人間関係に
おいて、優位な力関係を背景に、相手の意に反して行
われる性的な言動をいう。

（基本理念）
第３条　男女共同参画の推進は、次に掲げる基本理念に
のっとり行われなければならない。
　⑴　男女の個人としての尊厳が重んじられ、性別による
差別的取扱いを受けることなく、個人としての能力を発
揮する機会が確保されること及びその他の人権が尊
重されること。

　⑵　男女が、性別による固定的な役割分担意識に基づ
いた社会の様々な制度又は慣行によってその活動が
制限されることなく、自らの意思において多様な生き方
を選択することができ、かつ、選択された生き方を互いに
尊重し、協力し合うこと。

　⑶　男女が、性別にかかわらず、職場、地域、学校、家庭
その他の社会のあらゆる分野における意思決定の場
に、対等な構成員として平等に参画する機会が確保さ
れること。

　⑷　男女が、性別にかかわらず、相互の協力と社会の支
援の下に、家庭生活における活動とその他の社会生
活における活動を、両立して行うことができるようにす
ること。

　⑸　男女が、互いの性に関する理解を深め、妊娠、出産
その他の性と生殖に関して、自らの決定が尊重され、
生涯にわたり健康な生活を営むことができるよう配慮さ
れること。

　⑹　男女共同参画の推進は、国際社会における取組と
密接な関係を有していることを考慮し、国際的な理解

○新潟市男女共同参画推進条例

平成17年3月18日
条例第9号
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　と協調の下に行われること。

（市の責務）
第４条　市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」
という。)にのっとり、男女共同参画の推進に関する施策
(積極的格差是正措置を含む。以下同じ。)を総合的に
策定し、実施しなければならない。
２　市は、市民、事業者、市民団体、国及び他の地方公共
団体と連携し、協力して男女共同参画の推進に取り組ま
なければならない。

（市民の責務）
第５条　市民は、基本理念にのっとり、男女共同参画につ
いての理解を深め、職場、地域、学校、家庭その他の社
会のあらゆる分野において、主体的かつ積極的に男女
共同参画を推進するよう努めるものとする。
２　市民は、市が実施する男女共同参画の推進に関する
施策に協力するよう努めるものとする。

（事業者の責務）
第６条　事業者は、その事業活動において、基本理念に
のっとり、男女共同参画の推進に努めるとともに、職場に
おける活動と家庭、地域等における活動とを両立できる
職場環境を整備するよう努めるものとする。
２　事業者は、市が実施する男女共同参画の推進に関す
る施策に協力するよう努めるものとする。

（市民団体の責務）
第７条　市民団体は、その活動に関し、基本理念にのっと
り、男女共同参画を推進するよう努めるものとする。
２　市民団体は、市が実施する男女共同参画の推進に関
する施策に協力するよう努めるものとする。

（性別による権利侵害の禁止）
第８条　何人も、職場、地域、学校、家庭その他の社会のあ
らゆる分野において、性別による差別的取扱いを行っては
ならない。
２　何人も、職場、地域、学校、家庭その他の社会のあらゆ
る分野において、他の者に対し、セクシュアル・ハラスメン
トを行ってはならない。
３　何人も、配偶者等に対し、身体的、精神的、経済的又
は性的な苦痛を与えるような暴力的行為を行ってはなら
ない。

第 ２ 章　 推進体制等

（推進体制）
第９条　市長は、男女共同参画の推進に関する施策を進
めるために、財政上の措置を含め、必要な体制を整備する

ものとする。

（行動計画）
第10条　市長は、男女共同参画の推進に関する施策を
総合的かつ計画的に推進するための行動計画(以下
「行動計画」という。)を策定するものとする。
２　市長は、行動計画を策定するに当たっては、あらかじめ
新潟市男女共同参画審議会の意見を聴くとともに、市
民、事業者及び市民団体の意見を反映させるものとす
る。
３　市長は、行動計画を策定したときは、速やかにこれを公
表するものとする。
４　前２項の規定は、行動計画を変更する場合について
準用する。

第 ３ 章 　基本的施策

（審議会等への男女共同参画の機会確保）
第11条　市は、審議会等の委員を委嘱し、又は任命する
場合は、男女の数の均衡を図るものとする。

（男女共同参画のための教育の推進）
第12条　市は、男女共同参画を推進するために、学校教
育、社会教育など生涯にわたるあらゆる分野の教育にお
いて、必要な措置を講ずるものとする。

（家庭生活及び社会生活の両立支援）
第13条　市は、男女が家庭生活における活動とその他の
社会生活における活動を両立することができるように、情
報の提供その他必要な支援を行うものとする。

（市民及び市民団体への支援）
第14条　市は、市民及び市民団体が男女共同参画の推
進に関して行う活動について、情報の提供その他必要
な支援を行うものとする。

（事業者等への支援）
第15条　市は、雇用の分野における男女共同参画を推進
するため、事業者に対し、情報の提供その他必要な支援
を行うとともに、必要があると認めるときは、男女共同参画
の状況について、報告を求め適切な措置を講ずるよう協
力を求めるものとする。
２　市は、農林水産業、商工業その他の産業における自
営業の男女共同参画を推進するため、これらに従事する
家族等の男女に対し、情報の提供その他必要な支援を
行うものとする。

（広報活動等）
第16条　市は、基本理念について市民、事業者及び市
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 民団体の啓発を図るため、広報活動、情報の提供その他
必要な措置を講ずるものとする。

（調査研究）
第17条　市は、男女共同参画の推進に関する施策を効
果的に実施するため、必要な調査研究を行うものとす
る。

（年次報告）
第18条　市は、毎年度、男女共同参画の推進に関する
施策の実施状況及びその評価について報告書を作成
し、これを公表するものとする。

（施策策定に当たっての配慮）
第19条　市は、男女共同参画の推進に影響を及ぼすと
認められる施策の策定及び実施に当たっては、男女共
同参画の推進に配慮するものとする。

（拠点施設）
第20条　市は、新潟市男女共同参画推進センター（新潟
市万代市民会館条例（平成3年新潟市条例第5号）に
基づき設置された施設をいう。）を、男女共同参画の推進
に関する施策を実施し、市民、事業者及び市民団体によ
る取組を支援するための拠点施設とする。

（相談への対応）
第21条　市民、事業者及び市民団体は、性別による差別
的取扱いその他の男女共同参画を阻害する要因による
人権侵害に関して、市に相談することができる。
2　市は、前項の規定による相談を受けたときは、関係機
関等との連携の下に適切な措置を講ずるものとする。

第 ４ 章　 苦情処理

（施策に関する苦情への対応）
第22条　市長の附属機関として、新潟市男女共同参画
苦情処理委員（以下「苦情処理委員」という。）を置く。
２　市民、事業者及び市民団体は、市が実施する男女共
同参画を推進する施策又は推進を阻害すると認められる
施策についての苦情（以下「苦情」という。）がある場合
は、市長に申し出ることができる。
３　苦情処理委員は、市長の諮問に応じ、苦情に関して調
査を行い、市長に調査結果を付して意見を述べるものと
する。
４　市長は、苦情処理委員の意見を聴いた上で、適切な
措置を講ずるものとする。
５　前各項に定めるもののほか、苦情処理に関して必要な
事項は、市長が規則で定める。

第 ５ 章 　男女共同参画審議会

（男女共同参画審議会）
第23条　市長の附属機関として、新潟市男女共同参画
審議会（以下「審議会」という。）を置く。
２　審議会は、次に掲げる事務を行う。
　⑴　市長の諮問に応じ、男女共同参画の推進に関する
重要事項について調査審議し、その結果を答申するこ
と。

　⑵　男女共同参画の推進に関し、必要と認められる事
項について調査審議し、市長に意見を述べること。

３　前2項に定めるもののほか、審議会に関して必要な事
項は、市長が規則で定める。

第6章　雑則

（委任）
第24条　この条例に定めるもののほか、この条例の施行
に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附　則　抄

（施行期日）
１　この条例は、平成17年4月1日から施行する。

（経過措置）
２　この条例の施行の際、現に策定されている新潟市男
女共同参画行動計画は、第10条第1項の規定により策
定された行動計画とみなす。
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目次 
　前　文
　第1章　総則（第1条―第12条）
　第2章　男女共同参画社会の形成の促進に関する基
　　　　  本的施策（第13条―第20条）
　第3章　男女共同参画会議（第21条―第28条）
　附　則

　我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下
の平等がうたわれ、男女平等の実現に向けた様々な取組
が、国際社会における取組とも連動しつつ、着実に進めら
れてきたが、なお一層の努力が必要とされている。
　一方、少子高齢化の進展、国内経済活動の成熟化等
我が国の社会経済情勢の急速な変化に対応していく上
で、男女が、互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合
い、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮する
ことができる男女共同参画社会の実現は、緊要な課題と
なっている。
　このような状況にかんがみ、男女共同参画社会の実現
を21世紀の我が国社会を決定する最重要課題と位置付
け、社会のあらゆる分野において、男女共同参画社会の形
成の促進に関する施策の推進を図っていくことが重要であ
る。
　ここに、男女共同参画社会の形成についての基本理念
を明らかにしてその方向を示し、将来に向かって国、地方公
共団体及び国民の男女共同参画社会の形成に関する取
組を総合的かつ計画的に推進するため、この法律を制定
する。

第1章 　総　　則

（目的）
第1条　この法律は、男女の人権が尊重され、かつ、社会
経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある社会を実
現することの緊要性にかんがみ、男女共同参画社会の形
成に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体及
び国民の責務を明らかにするとともに、男女共同参画社
会の形成の促進に関する施策の基本となる事項を定め
ることにより、男女共同参画社会の形成を総合的かつ計
画的に推進することを目的とする。 

（定義）

第2条　この法律において、次の各号に掲げる用語の意
義は、当該各号に定めるところによる。 
⑴　男女共同参画社会の形成 男女が、社会の対等な構
成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野にお
ける活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等
に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受する
ことができ、かつ、共に責任を担うべき社会を形成するこ
とをいう。
⑵　積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間
の格差を改善するため必要な範囲内において、男女の
いずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供すること
をいう。 

（男女の人権の尊重）
第3条　男女共同参画社会の形成は、男女の個人として
の尊厳が重んぜられること、男女が性別による差別的取
扱いを受けないこと、男女が個人として能力を発揮する
機会が確保されることその他の男女の人権が尊重され
ることを旨として、行われなければならない。 

（社会における制度又は慣行についての配慮）
第4条　男女共同参画社会の形成に当たっては、社会に
おける制度又は慣行が、性別による固定的な役割分担
等を反映して、男女の社会における活動の選択に対して
中立でない影響を及ぼすことにより、男女共同参画社会
の形成を阻害する要因となるおそれがあることにかんが
み、社会における制度又は慣行が男女の社会における活
動の選択に対して及ぼす影響をできる限り中立なものと
するように配慮されなければならない。 

（政策等の立案及び決定への共同参画）
第5条　男女共同参画社会の形成は、男女が、社会の対
等な構成員として、国若しくは地方公共団体における政
策又は民間の団体における方針の立案及び決定に共
同して参画する機会が確保されることを旨として、行われ
なければならない。 

（家庭生活における活動と他の活動の両立）
第6条　男女共同参画社会の形成は、家族を構成する男
女が、相互の協力と社会の支援の下に、子の養育、家
族の介護その他の家庭生活における活動について家
族の一員としての役割を円滑に果たし、かつ、当該活動
以外の活動を行うことができるようにすることを旨として、
行われなければならない。 

（国際的協調）
第7条　男女共同参画社会の形成の促進が国際社会に
おける取組と密接な関係を有していることにかんがみ、男
女共同参画社会の形成は、国際的協調の下に行われな

○男女共同参画社会基本法
　（平成11年6月23日法律第78号）

改正　平成１１年7月16日
法律第102号

同　11年12月22日
同　第160号
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　ければならない。 

（国の責務）
第8条　国は、第3条から前条までに定める男女共同参画
社会の形成についての基本理念（以下「基本理念」と
いう。）にのっとり、男女共同参画社会の形成の促進に
関する施策（積極的改善措置を含む。以下同じ。）を総
合的に策定し、及び実施する責務を有する。 

（地方公共団体の責務）
第9条　地方公共団体は、基本理念にのっとり、男女共
同参画社会の形成の促進に関し、国の施策に準じた施
策及びその他のその地方公共団体の区域の特性に応
じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。 

（国民の責務）
第10条　国民は、職域、学校、地域、家庭その他の社会
のあらゆる分野において、基本理念にのっとり、男女共
同参画社会の形成に寄与するように努めなければならな
い。 

（法制上の措置等）
第11条　政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関
する施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措
置その他の措置を講じなければならない。 

（年次報告等）
第12条　政府は、毎年、国会に、男女共同参画社会の形
成の状況及び政府が講じた男女共同参画社会の形成
の促進に関する施策についての報告を提出しなければ
ならない。

２　政府は、毎年、前項の報告に係る男女共同参画社会
の形成の状況を考慮して講じようとする男女共同参画
社会の形成の促進に関する施策を明らかにした文書を
作成し、これを国会に提出しなければならない。 

第2章　男女共同参画社会の形成の促進に関する基本
的施策 

（男女共同参画基本計画） 
第13条　政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関
する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、男女
共同参画社会の形成の促進に関する基本的な計画
（以下「男女共同参画基本計画」という。）を定めなけれ
ばならない。 

２　男女共同参画基本計画は、次に掲げる事項について
定めるものとする。 
　⑴　総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画社会
の形成の促進に関する施策の大綱 

　⑵　前号に掲げるもののほか、男女共同参画社会の形
成の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進
するために必要な事項 

３　内閣総理大臣は、男女共同参画会議の意見を聴い
て、男女共同参画基本計画の案を作成し、閣議の決定
を求めなければならない。 
４　内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定が
あったときは、遅滞なく、男女共同参画基本計画を公表
しなければならない。 
５　前2項の規定は、男女共同参画基本計画の変更につ
いて準用する。 

（都道府県男女共同参画計画等）
第14条　都道府県は、男女共同参画基本計画を勘案し
て、当該都道府県の区域における男女共同参画社会
の形成の促進に関する施策についての基本的な計画
（以下「都道府県男女共同参画計画」という。）を定めな
ければならない。 

２　都道府県男女共同参画計画は、次に掲げる事項につ
いて定めるものとする。 
　⑴　都道府県の区域において総合的かつ長期的に講
ずべき男女共同参画社会の形成の促進に関する施
策の大綱 

　⑵　前号に掲げるもののほか、都道府県の区域におけ
る男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を
総合的かつ計画的に推進するために必要な事項 

３　市町村は、男女共同参画基本計画及び都道府県男
女共同参画計画を勘案して、当該市町村の区域におけ
る男女共同参画社会の形成の促進に関する施策につ
いての基本的な計画（以下「市町村男女共同参画計
画」という。）を定めるように努めなければならない。 

４　都道府県又は市町村は、都道府県男女共同参画計
画又は市町村男女共同参画計画を定め、又は変更した
ときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

（施策の策定等に当たっての配慮）
第15条　国及び地方公共団体は、男女共同参画社会の
形成に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実
施するに当たっては、男女共同参画社会の形成に配慮
しなければならない。 

（国民の理解を深めるための措置）
第16条　国及び地方公共団体は、広報活動等を通じて、
基本理念に関する国民の理解を深めるよう適切な措置
を講じなければならない。 

（苦情の処理等）
第17条　国は、政府が実施する男女共同参画社会の形
成の促進に関する施策又は男女共同参画社会の形成
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　に影響を及ぼすと認められる施策についての苦情の処
理のために必要な措置及び性別による差別的取扱いそ
の他の男女共同参画社会の形成を阻害する要因に
よって人権が侵害された場合における被害者の救済を
図るために必要な措置を講じなければならない。 

（調査研究）
第18条　国は、社会における制度又は慣行が男女共同
参画社会の形成に及ぼす影響に関する調査研究その
他の男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の
策定に必要な調査研究を推進するように努めるものとす
る。 

（国際的協調のための措置）
第19条　国は、男女共同参画社会の形成を国際的協調
の下に促進するため、外国政府又は国際機関との情報
の交換その他男女共同参画社会の形成に関する国際
的な相互協力の円滑な推進を図るために必要な措置を
講ずるように努めるものとする。 

（地方公共団体及び民間の団体に対する支援）
第20条　国は、地方公共団体が実施する男女共同参画
社会の形成の促進に関する施策及び民間の団体が男
女共同参画社会の形成の促進に関して行う活動を支
援するため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるよ
うに努めるものとする。 

第3章　男女共同参画会議 

（設置）
第21条　内閣府に、男女共同参画会議（以下「会議」と
いう。）を置く。 

（所掌事務）
第22条　会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 
　⑴　男女共同参画基本計画に関し、第13条第3項に
規定する事項を処理すること。 

　⑵　前号に掲げるもののほか、内閣総理大臣又は関係
各大臣の諮問に応じ、男女共同参画社会の形成の
促進に関する基本的な方針、基本的な政策及び重要
事項を調査審議すること。 

　⑶　前2号に規定する事項に関し、調査審議し、必要が
あると認めるときは、内閣総理大臣及び関係各大臣に
対し、意見を述べること。 

　⑷　政府が実施する男女共同参画社会の形成の促進
に関する施策の実施状況を監視し、及び政府の施策
が男女共同参画社会の形成に及ぼす影響を調査し、
必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び関係各
大臣に対し、意見を述べること。 

（組織）
第23条　会議は、議長及び議員24人以内をもって組織
する。 

（議長）
第24条　議長は、内閣官房長官をもって充てる。
２　議長は、会務を総理する。 

（議員）
第25条　議員は、次に掲げる者をもって充てる。 
　⑴　内閣官房長官以外の国務大臣のうちから、内閣総
理大臣が指定する者 

　⑵　男女共同参画社会の形成に関し優れた識見を有
する者のうちから、内閣総理大臣が任命する者 

２　前項第2号の議員の数は、同項に規定する議員の総
数の10分の5未満であってはならない。 

３　第1項第2号の議員のうち、男女のいずれか一方の議
員の数は、同号に規定する議員の総数の10分の4未満
であってはならない。 

４　第1項第2号の議員は、非常勤とする。 

（議員の任期）
第26条　前条第1項第2号の議員の任期は、2年とする。
ただし、補欠の議員の任期は、前任者の残任期間とす
る。

２　前条第1項第2号の議員は、再任されることができる。 

（資料提出の要求等）
第27条　会議は、その所掌事務を遂行するために必要が
あると認めるときは、関係行政機関の長に対し、監視又
は調査に必要な資料その他の資料の提出、意見の開
陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

２　会議は、その所掌事務を遂行するために特に必要があ
ると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対して
も、必要な協力を依頼することができる。 

（政令への委任）
第28条　この章に定めるもののほか、会議の組織及び議
員その他の職員その他会議に関し必要な事項は、政令
で定める。 

附　則（平成11年6月23日法律第78号）　抄 

（施行期日）
第1条　この法律は、公布の日から施行する。 
　（男女共同参画審議会設置法の廃止）
第2条　男女共同参画審議会設置法（平成9年法律第7
号）は、廃止する。 
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附　則（平成11年7月16日法律第102号）　抄 

（施行期日）
第1条　この法律は、内閣法の一部を改正する法律（平
成11年法律第88号）の施行の日から施行する。ただし、
次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施
行する。 
　　　　　（施行の日＝平成13年1月6日） 
⑴　略 
⑵　附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、第
23条、第28条並びに第30条の規定　公布の日 

（委員等の任期に関する経過措置）
第28条　この法律の施行の日の前日において次に掲げ
る従前の審議会その他の機関の会長、委員その他の職
員である者（任期の定めのない者を除く。）の任期は、当
該会長、委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの
法律の規定にかかわらず、その日に満了する。 
　1から10まで　略 
　11　男女共同参画審議会 

（別に定める経過措置）
第30条　第2条から前条までに規定するもののほか、この
法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で
定める。 

附　則（平成11年12月22日法律第160号）　抄 

（施行期日）
第1条　この法律（第2条及び第3条を除く。）は、平成13
年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定
は、当該各号に定める日から施行する。
　　（以下略）

　

62

参
考
資
料



○配偶者からの暴力の防止
　及び被害者の保護に関する法律
　（平成13年4月13日法律第31号）

最終改正：平成19年7月11日法律第113号

目次
前　文
第1章 総則（第1条・第2条）
第1章の2 基本方針及び都道府県基本計画等
　　　　　（第2条の2・第2条の3）
第2章 配偶者暴力相談支援センター等（第3条―第5条）
第3章 被害者の保護（第6条―第9条の2）
第4章 保護命令（第10条―第22条）
第5章 雑則（第23条―第28条）
第6章 罰則（第29条・第30条）
附　則

　我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下
の平等がうたわれ、人権の擁護と男女平等の実現に向け
た取組が行われている。
　ところが、配偶者からの暴力は、犯罪となる行為をも含む
重大な人権侵害であるにもかかわらず、被害者の救済が
必ずしも十分に行われてこなかった。また、配偶者からの暴
力の被害者は、多くの場合女性であり、経済的自立が困難
である女性に対して配偶者が暴力を加えることは、個人の
尊厳を害し、男女平等の実現の妨げとなっている。
　このような状況を改善し、人権の擁護と男女平等の実
現を図るためには、配偶者からの暴力を防止し、被害者を
保護するための施策を講ずることが必要である。このこと
は、女性に対する暴力を根絶しようと努めている国際社会
における取組にも沿うものである。
　ここに、配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自
立支援等の体制を整備することにより、配偶者からの暴力
の防止及び被害者の保護を図るため、この法律を制定す
る。

第1章 　総　　則

（定義）
第1条　この法律において「配偶者からの暴力」とは、配
偶者からの身体に対する暴力（身体に対する不法な攻
撃であって生命又は身体に危害を及ぼすものをいう。以
下同じ。）又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす
言動（以下この項において「身体に対する暴力等」と総
称する。）をいい、配偶者からの身体に対する暴力等を受
けた後に、その者が離婚をし、又はその婚姻が取り消され
た場合にあっては、当該配偶者であった者から引き続き
受ける身体に対する暴力等を含むものとする。

２　この法律において「被害者」とは、配偶者からの暴力
を受けた者をいう。
３　この法律にいう「配偶者」には、婚姻の届出をしてい
ないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、
「離婚」には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関
係と同様の事情にあった者が、事実上離婚したと同様
の事情に入ることを含むものとする。

（国及び地方公共団体の責務）
第2条　国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力を防
止するとともに、被害者の自立を支援することを含め、そ
の適切な保護を図る責務を有する。

第1章の2  基本方針及び都道府県基本計画等

（基本方針）
第2条の2　内閣総理大臣、国家公安委員会、法務大臣
及び厚生労働大臣（以下この条及び次条第5項におい
て「主務大臣」という。）は、配偶者からの暴力の防止及
び被害者の保護のための施策に関する基本的な方針
（以下この条並びに次条第1項及び第3項において「基
本方針」という。）を定めなければならない。
２　基本方針においては、次に掲げる事項につき、次条
第1項の都道府県基本計画及び同条第3項の市町村
基本計画の指針となるべきものを定めるものとする。
⑴　配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関
する基本的な事項
⑵　配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のた
めの施策の内容に関する事項
⑶　その他配偶者からの暴力の防止及び被害者の保
護のための施策の実施に関する重要事項

３　主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しよう
とするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しな
ければならない。
４　主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したと
きは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

（都道府県基本計画等）
第2条の3　都道府県は、基本方針に即して、当該都道府
県における配偶者からの暴力の防止及び被害者の保
護のための施策の実施に関する基本的な計画（以下こ
の条において「都道府県基本計画」という。）を定めなけ
ればならない。
２　都道府県基本計画においては、次に掲げる事項を定
めるものとする。
⑴　配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関
する基本的な方針
⑵　配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のた
　めの施策の実施内容に関する事項
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⑶　その他配偶者からの暴力の防止及び被害者の保
護のための施策の実施に関する重要事項

３　市町村（特別区を含む。以下同じ。）は、基本方針に
即し、かつ、都道府県基本計画を勘案して、当該市町村
における配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護
のための施策の実施に関する基本的な計画（以下この
条において「市町村基本計画」という。）を定めるよう努
めなければならない。
４　都道府県又は市町村は、都道府県基本計画又は市
町村基本計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、こ
れを公表しなければならない。
５　主務大臣は、都道府県又は市町村に対し、都道府
県基本計画又は市町村基本計画の作成のために必要
な助言その他の援助を行うよう努めなければならない。

第2章　配偶者暴力相談支援センター等

（配偶者暴力相談支援センター）
第3条　都道府県は、当該都道府県が設置する婦人相
談所その他の適切な施設において、当該各施設が配偶
者暴力相談支援センターとしての機能を果たすようにす
るものとする。
２　市町村は、当該市町村が設置する適切な施設におい
て、当該各施設が配偶者暴力相談支援センターとして
の機能を果たすようにするよう努めるものとする。
３　配偶者暴力相談支援センターは、配偶者からの暴力
の防止及び被害者の保護のため、次に掲げる業務を行う
ものとする。
⑴　被害者に関する各般の問題について、相談に応ず
ること又は婦人相談員若しくは相談を行う機関を紹介
すること。
⑵　被害者の心身の健康を回復させるため、医学的又
は心理学的な指導その他の必要な指導を行うこと。
⑶　被害者（被害者がその家族を同伴する場合にあっ
ては、被害者及びその同伴する家族。次号、第6号、
第5条及び第8条の3において同じ。）の緊急時にお
ける安全の確保及び一時保護を行うこと。
⑷　被害者が自立して生活することを促進するため、就
業の促進、住宅の確保、援護等に関する制度の利用
等について、情報の提供、助言、関係機関との連絡調
整その他の援助を行うこと。
⑸　第4章に定める保護命令の制度の利用について、
情報の提供、助言、関係機関への連絡その他の援助
を行うこと。
⑹　被害者を居住させ保護する施設の利用について、情
報の提供、助言、関係機関との連絡調整その他の援
助を行うこと。

４　前項第3号の一時保護は、婦人相談所が、自ら行い、
又は厚生労働大臣が定める基準を満たす者に委託して

行うものとする。
５　配偶者暴力相談支援センターは、その業務を行うに
当たっては、必要に応じ、配偶者からの暴力の防止及び
被害者の保護を図るための活動を行う民間の団体との
連携に努めるものとする。

（婦人相談員による相談等）
第4条　婦人相談員は、被害者の相談に応じ、必要な指
導を行うことができる。

（婦人保護施設における保護）
第5条　都道府県は、婦人保護施設において被害者の保
護を行うことができる。

第3章　被害者の保護

（配偶者からの暴力の発見者による通報等）
第6条　配偶者からの暴力（配偶者又は配偶者であった者
からの身体に対する暴力に限る。以下この章において同
じ。）を受けている者を発見した者は、その旨を配偶者暴力
相談支援センター又は警察官に通報するよう努めなけれ
ばならない。
２　医師その他の医療関係者は、その業務を行うに当た
り、配偶者からの暴力によって負傷し又は疾病にかかっ
たと認められる者を発見したときは、その旨を配偶者暴力
相談支援センター又は警察官に通報することができる。
この場合において、その者の意思を尊重するよう努める
ものとする。
３　刑法（明治40年法律第45号）の秘密漏示罪の規定
その他の守秘義務に関する法律の規定は、前2項の規
定により通報することを妨げるものと解釈してはならな
い。
４　医師その他の医療関係者は、その業務を行うに当た
り、配偶者からの暴力によって負傷し又は疾病にかかっ
たと認められる者を発見したときは、その者に対し、配偶
者暴力相談支援センター等の利用について、その有す
る情報を提供するよう努めなければならない。

（配偶者暴力相談支援センターによる保護についての説
明等）
第7条　配偶者暴力相談支援センターは、被害者に関す
る通報又は相談を受けた場合には、必要に応じ、被害者
に対し、第3条第3項の規定により配偶者暴力相談支
援センターが行う業務の内容について説明及び助言を
行うとともに、必要な保護を受けることを勧奨するものと
する。
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（警察官による被害の防止）
第8条　警察官は、通報等により配偶者からの暴力が行
われていると認めるときは、警察法（昭和29年法律第
162号）、警察官職務執行法（昭和23年法律第136
号）その他の法令の定めるところにより、暴力の制止、被
害者の保護その他の配偶者からの暴力による被害の発
生を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなけれ
ばならない。

（警察本部長等の援助）
第8条の2　警視総監若しくは道府県警察本部長（道警
察本部の所在地を包括する方面を除く方面について
は、方面本部長。第15条第3項において同じ。）又は警
察署長は、配偶者からの暴力を受けている者から、配偶
者からの暴力による被害を自ら防止するための援助を受
けたい旨の申出があり、その申出を相当と認めるときは、
当該配偶者からの暴力を受けている者に対し、国家公
安委員会規則で定めるところにより、当該被害を自ら防
止するための措置の教示その他配偶者からの暴力によ
る被害の発生を防止するために必要な援助を行うものと
する。

（福祉事務所による自立支援）
第8条の3　社会福祉法（昭和26年法律第45号）に定め
る福祉に関する事務所（次条において「福祉事務所」と
いう。）は、生活保護法（昭和25年法律第144号）、児
童福祉法（昭和22年法律第164号）、母子及び寡婦福
祉法（昭和39年法律第129号）その他の法令の定める
ところにより、被害者の自立を支援するために必要な措
置を講ずるよう努めなければならない。

（被害者の保護のための関係機関の連携協力）
第9条　配偶者暴力相談支援センター、都道府県警察、
福祉事務所等都道府県又は市町村の関係機関その他
の関係機関は、被害者の保護を行うに当たっては、その
適切な保護が行われるよう、相互に連携を図りながら協
力するよう努めるものとする。

（苦情の適切かつ迅速な処理）
第9条の2　前条の関係機関は、被害者の保護に係る職
員の職務の執行に関して被害者から苦情の申出を受け
たときは、適切かつ迅速にこれを処理するよう努めるもの
とする。

第4章　保護命令

（保護命令）
第10条　被害者（配偶者からの身体に対する暴力又は
生命等に対する脅迫（被害者の生命又は身体に対し害

を加える旨を告知してする脅迫をいう。以下この章におい
て同じ。）を受けた者に限る。以下この章において同じ。）
が、配偶者からの身体に対する暴力を受けた者である場
合にあっては配偶者からの更なる身体に対する暴力（配
偶者からの身体に対する暴力を受けた後に、被害者が
離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、
当該配偶者であった者から引き続き受ける身体に対する
暴力。第12条第1項第2号において同じ。）により、配偶
者からの生命等に対する脅迫を受けた者である場合に
あっては配偶者から受ける身体に対する暴力（配偶者か
らの生命等に対する脅迫を受けた後に、被害者が離婚
をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、当該
配偶者であった者から引き続き受ける身体に対する暴
力。同号において同じ。）により、その生命又は身体に重
大な危害を受けるおそれが大きいときは、裁判所は、被
害者の申立てにより、その生命又は身体に危害が加えら
れることを防止するため、当該配偶者（配偶者からの身
体に対する暴力又は生命等に対する脅迫を受けた後
に、被害者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場
合にあっては、当該配偶者であった者。以下この条、同
項第3号及び第4号並びに第18条第1項において同
じ。）に対し、次の各号に掲げる事項を命ずるものとする。
ただし、第2号に掲げる事項については、申立ての時に
おいて被害者及び当該配偶者が生活の本拠を共にす
る場合に限る。
⑴　命令の効力が生じた日から起算して6月間、被害者
の住居（当該配偶者と共に生活の本拠としている住
居を除く。以下この号において同じ。）その他の場所に
おいて被害者の身辺につきまとい、又は被害者の住
居、勤務先その他その通常所在する場所の付近をは
いかいしてはならないこと。
⑵　命令の効力が生じた日から起算して2月間、被害者
と共に生活の本拠としている住居から退去すること及
び当該住居の付近をはいかいしてはならないこと。

２　前項本文に規定する場合において、同項第1号の規
定による命令を発する裁判所又は発した裁判所は、被
害者の申立てにより、その生命又は身体に危害が加えら
れることを防止するため、当該配偶者に対し、命令の効
力が生じた日以後、同号の規定による命令の効力が生
じた日から起算して6月を経過する日までの間、被害者に
対して次の各号に掲げるいずれの行為もしてはならない
ことを命ずるものとする。
⑴　面会を要求すること。
⑵　その行動を監視していると思わせるような事項を告
げ、又はその知り得る状態に置くこと。
⑶　著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
⑷　電話をかけて何も告げず、又は緊急やむを得ない場
合を除き、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用
いて送信し、若しくは電子メールを送信すること。
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⑸　緊急やむを得ない場合を除き、午後10時から午前
6時までの間に、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて
送信し、又は電子メールを送信すること。
⑹　汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の
情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態
に置くこと。
⑺ その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状
態に置くこと。
⑻　その性的羞恥心を害する事項を告げ、若しくはその
知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する文
書、図画その他の物を送付し、若しくはその知り得る状
態に置くこと。

３　第1項本文に規定する場合において、被害者がその成
年に達しない子（以下この項及び次項並びに第12条第
1項第3号において単に「子」という。）と同居しているとき
であって、配偶者が幼年の子を連れ戻すと疑うに足りる言
動を行っていることその他の事情があることから被害者が
その同居している子に関して配偶者と面会することを余
儀なくされることを防止するため必要があると認めるとき
は、第1項第1号の規定による命令を発する裁判所又は
発した裁判所は、被害者の申立てにより、その生命又は
身体に危害が加えられることを防止するため、当該配偶
者に対し、命令の効力が生じた日以後、同号の規定によ
る命令の効力が生じた日から起算して6月を経過する日ま
での間、当該子の住居（当該配偶者と共に生活の本拠と
している住居を除く。以下この項において同じ。）、就学す
る学校その他の場所において当該子の身辺につきまと
い、又は当該子の住居、就学する学校その他その通常所
在する場所の付近をはいかいしてはならないことを命ずる
ものとする。ただし、当該子が15歳以上であるときは、その
同意がある場合に限る。
４　第1項本文に規定する場合において、配偶者が被害
者の親族その他被害者と社会生活において密接な関係
を有する者（被害者と同居している子及び配偶者と同居
している者を除く。以下この項及び次項並びに第12条第
1項第4号において「親族等」という。）の住居に押し掛け
て著しく粗野又は乱暴な言動を行っていることその他の
事情があることから被害者がその親族等に関して配偶者
と面会することを余儀なくされることを防止するため必要が
あると認めるときは、第1項第1号の規定による命令を発
する裁判所又は発した裁判所は、被害者の申立てによ
り、その生命又は身体に危害が加えられることを防止する
ため、当該配偶者に対し、命令の効力が生じた日以後、同
号の規定による命令の効力が生じた日から起算して6月を
経過する日までの間、当該親族等の住居（当該配偶者と
共に生活の本拠としている住居を除く。以下この項にお
いて同じ。）その他の場所において当該親族等の身辺に
つきまとい、又は当該親族等の住居、勤務先その他その
通常所在する場所の付近をはいかいしてはならないことを

命ずるものとする。
５　前項の申立ては、当該親族等（被害者の15歳未満の
子を除く。以下この項において同じ。）の同意（当該親
族等が15歳未満の者又は成年被後見人である場合に
あっては、その法定代理人の同意）がある場合に限り、す
ることができる。

（管轄裁判所）
第11条　前条第1項の規定による命令の申立てに係る
事件は、相手方の住所（日本国内に住所がないとき又は
住所が知れないときは居所）の所在地を管轄する地方
裁判所の管轄に属する。
２　前条第1項の規定による命令の申立ては、次の各号
に掲げる地を管轄する地方裁判所にもすることができ
る。
⑴　申立人の住所又は居所の所在地
⑵　当該申立てに係る配偶者からの身体に対する暴力
又は生命等に対する脅迫が行われた地

（保護命令の申立て）
第12条　第10条第1項から第4項までの規定による命令
（以下「保護命令」という。）の申立ては、次に掲げる事
項を記載した書面でしなければならない。
⑴　配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対
する脅迫を受けた状況
⑵　配偶者からの更なる身体に対する暴力又は配偶者
からの生命等に対する脅迫を受けた後の配偶者から
受ける身体に対する暴力により、生命又は身体に重
大な危害を受けるおそれが大きいと認めるに足りる申
立ての時における事情
⑶　第10条第3項の規定による命令の申立てをする場
合にあっては、被害者が当該同居している子に関して
配偶者と面会することを余儀なくされることを防止する
ため当該命令を発する必要があると認めるに足りる申
立ての時における事情
⑷　第10条第4項の規定による命令の申立てをする場
合にあっては、被害者が当該親族等に関して配偶者
と面会することを余儀なくされることを防止するため当
該命令を発する必要があると認めるに足りる申立ての
時における事情
⑸　配偶者暴力相談支援センターの職員又は警察職
員に対し、前各号に掲げる事項について相談し、又は
援助若しくは保護を求めた事実の有無及びその事実
があるときは、次に掲げる事項
イ　当該配偶者暴力相談支援センター又は当該警
察職員の所属官署の名称

ロ　相談し、又は援助若しくは保護を求めた日時及び
場所
ハ　相談又は求めた援助若しくは保護の内容

66

参
考
資
料



ニ　相談又は申立人の求めに対して執られた措置の
内容

２　前項の書面（以下「申立書」という。）に同項第5号イ
からニまでに掲げる事項の記載がない場合には、申立書
には、同項第1号から第4号までに掲げる事項について
の申立人の供述を記載した書面で公証人法（明治41
年法律第53号）第58条ノ2第1項の認証を受けたもの
を添付しなければならない。

（迅速な裁判）
第13条 裁判所は、保護命令の申立てに係る事件につい
ては、速やかに裁判をするものとする。

（保護命令事件の審理の方法）
第14条　保護命令は、口頭弁論又は相手方が立ち会う
ことができる審尋の期日を経なければ、これを発すること
ができない。ただし、その期日を経ることにより保護命令
の申立ての目的を達することができない事情があるとき
は、この限りでない。
２　申立書に第12条第1項第5号イからニまでに掲げる
事項の記載がある場合には、裁判所は、当該配偶者暴
力相談支援センター又は当該所属官署の長に対し、申
立人が相談し又は援助若しくは保護を求めた際の状況
及びこれに対して執られた措置の内容を記載した書面
の提出を求めるものとする。この場合において、当該配
偶者暴力相談支援センター又は当該所属官署の長は、
これに速やかに応ずるものとする。
３　裁判所は、必要があると認める場合には、前項の配偶
者暴力相談支援センター若しくは所属官署の長又は申
立人から相談を受け、若しくは援助若しくは保護を求めら
れた職員に対し、同項の規定により書面の提出を求めた
事項に関して更に説明を求めることができる。

（保護命令の申立てについての決定等）
第15条　保護命令の申立てについての決定には、理由
を付さなければならない。
　ただし、口頭弁論を経ないで決定をする場合には、理由
の要旨を示せば足りる。
２　保護命令は、相手方に対する決定書の送達又は相
手方が出頭した口頭弁論若しくは審尋の期日における
言渡しによって、その効力を生ずる。
３　保護命令を発したときは、裁判所書記官は、速やかに
その旨及びその内容を申立人の住所又は居所を管轄す
る警視総監又は道府県警察本部長に通知するものとす
る。
４　保護命令を発した場合において、申立人が配偶者暴
力相談支援センターの職員に対し相談し、又は援助若し
くは保護を求めた事実があり、かつ、申立書に当該事実
に係る第12条第1項第5号イからニまでに掲げる事項

の記載があるときは、裁判所書記官は、速やかに、保護
命令を発した旨及びその内容を、当該申立書に名称が
記載された配偶者暴力相談支援センター（当該申立書
に名称が記載された配偶者暴力相談支援センターが2
以上ある場合にあっては、申立人がその職員に対し相談
し、又は援助若しくは保護を求めた日時が最も遅い配偶
者暴力相談支援センター）の長に通知するものとする。
５　保護命令は、執行力を有しない。

（即時抗告）
第16条　保護命令の申立てについての裁判に対しては、
即時抗告をすることができる。
２　前項の即時抗告は、保護命令の効力に影響を及ぼさ
ない。
３　即時抗告があった場合において、保護命令の取消し
の原因となることが明らかな事情があることにつき疎明
があったときに限り、抗告裁判所は、申立てにより、即時
抗告についての裁判が効力を生ずるまでの間、保護命
令の効力の停止を命ずることができる。事件の記録が原
裁判所に存する間は、原裁判所も、この処分を命ずるこ
とができる。
４　前項の規定により第10条第1項第1号の規定による
命令の効力の停止を命ずる場合において、同条第2項
から第4項までの規定による命令が発せられているとき
は、裁判所は、当該命令の効力の停止をも命じなければ
ならない。
５　前2項の規定による裁判に対しては、不服を申し立て
ることができない。
６　抗告裁判所が第10条第1項第1号の規定による命
令を取り消す場合において、同条第2項から第4項まで
の規定による命令が発せられているときは、抗告裁判所
は、当該命令をも取り消さなければならない。
７　前条第4項の規定による通知がされている保護命令
について、第3項若しくは第4項の規定によりその効力の
停止を命じたとき又は抗告裁判所がこれを取り消したと
きは、裁判所書記官は、速やかに、その旨及びその内容
を当該通知をした配偶者暴力相談支援センターの長に
通知するものとする。
８　前条第3項の規定は、第3項及び第4項の場合並び
に抗告裁判所が保護命令を取り消した場合について準
用する。

（保護命令の取消し）
第17条　保護命令を発した裁判所は、当該保護命令の
申立てをした者の申立てがあった場合には、当該保護命
令を取り消さなければならない。第10条第1項第1号又は
第2項から第4項までの規定による命令にあっては同号の
規定による命令が効力を生じた日から起算して3月を経過
した後において、同条第1項第2号の規定による命令に
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　あっては当該命令が効力を生じた日から起算して2週間を
経過した後において、これらの命令を受けた者が申し立
て、当該裁判所がこれらの命令の申立てをした者に異議
がないことを確認したときも、同様とする。
２　前条第6項の規定は、第10条第1項第1号の規定に
よる命令を発した裁判所が前項の規定により当該命令
を取り消す場合について準用する。
３　第15条第3項及び前条第7項の規定は、前2項の場
合について準用する。

（第10条第1項第2号の規定による命令の再度の申立
て）
第18条　第10条第1項第2号の規定による命令が発せ
られた後に当該発せられた命令の申立ての理由となった
身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫と同一の事
実を理由とする同号の規定による命令の再度の申立て
があったときは、裁判所は、配偶者と共に生活の本拠とし
ている住居から転居しようとする被害者がその責めに帰
することのできない事由により当該発せられた命令の効
力が生ずる日から起算して2月を経過する日までに当該
住居からの転居を完了することができないことその他の
同号の規定による命令を再度発する必要があると認め
るべき事情があるときに限り、当該命令を発するものとす
る。ただし、当該命令を発することにより当該配偶者の生
活に特に著しい支障を生ずると認めるときは、当該命令
を発しないことができる。
２　前項の申立てをする場合における第12条の規定の
適用については、同条第1項各号列記以外の部分中
「次に掲げる事項」とあるのは「第1号、第2号及び第5
号に掲げる事項並びに第18条第1項本文の事情」と、
同項第5号中「前各号に掲げる事項」とあるのは「第1
号及び第2号に掲げる事項並びに第18条第1項本文
の事情」と、同条第2項中「同項第1号から第4号までに
掲げる事項」とあるのは「同項第1号及び第2号に掲げ
る事項並びに第18条第1項本文の事情」とする。

（事件の記録の閲覧等）
第19条　保護命令に関する手続について、当事者は、裁
判所書記官に対し、事件の記録の閲覧若しくは謄写、そ
の正本、謄本若しくは抄本の交付又は事件に関する事
項の証明書の交付を請求することができる。ただし、相
手方にあっては、保護命令の申立てに関し口頭弁論若
しくは相手方を呼び出す審尋の期日の指定があり、又は
相手方に対する保護命令の送達があるまでの間は、こ
の限りでない。

（法務事務官による宣誓認証）
第20条　法務局若しくは地方法務局又はその支局の管
轄区域内に公証人がいない場合又は公証人がその職

務を行うことができない場合には、法務大臣は、当該法
務局若しくは地方法務局又はその支局に勤務する法務
事務官に第12条第2項（第18条第2項の規定により読
み替えて適用する場合を含む。）の認証を行わせることが
できる。

（民事訴訟法の準用）
第21条　この法律に特別の定めがある場合を除き、保護
命令に関する手続に関しては、その性質に反しない限
り、民事訴訟法（平成8年法律第109号）の規定を準用
する。

（最高裁判所規則）
第22条　この法律に定めるもののほか、保護命令に関す
る手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定め
る。

第5章　雑　　則

（職務関係者による配慮等）
第23条　配偶者からの暴力に係る被害者の保護、捜査、
裁判等に職務上関係のある者（次項において「職務関
係者」という。）は、その職務を行うに当たり、被害者の心
身の状況、その置かれている環境等を踏まえ、被害者の
国籍、障害の有無等を問わずその人権を尊重するととも
に、その安全の確保及び秘密の保持に十分な配慮をし
なければならない。
２　国及び地方公共団体は、職務関係者に対し、被害者
の人権、配偶者からの暴力の特性等に関する理解を深
めるために必要な研修及び啓発を行うものとする。

（教育及び啓発）
第24条　国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の
防止に関する国民の理解を深めるための教育及び啓発
に努めるものとする。

（調査研究の推進等）
第25条　国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の
防止及び被害者の保護に資するため、加害者の更生の
ための指導の方法、被害者の心身の健康を回復させる
ための方法等に関する調査研究の推進並びに被害者
の保護に係る人材の養成及び資質の向上に努めるも
のとする。

（民間の団体に対する援助）
第26条　国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の
防止及び被害者の保護を図るための活動を行う民間の
団体に対し、必要な援助を行うよう努めるものとする。
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（都道府県及び市の支弁）
第27条　都道府県は、次の各号に掲げる費用を支弁しな
ければならない。
⑴　第3条第3項の規定に基づき同項に掲げる業務を
行う婦人相談所の運営に要する費用（次号に掲げる
費用を除く。）
⑵　第3条第3項第3号の規定に基づき婦人相談所が
行う一時保護（同条第4項に規定する厚生労働大臣
が定める基準を満たす者に委託して行う場合を含
む。）に要する費用
⑶　第4条の規定に基づき都道府県知事の委嘱する
婦人相談員が行う業務に要する費用
⑷　第5条の規定に基づき都道府県が行う保護（市町
村、社会福祉法人その他適当と認める者に委託して
行う場合を含む。）及びこれに伴い必要な事務に要す
る費用

２　市は、第4条の規定に基づきその長の委嘱する婦人相
談員が行う業務に要する費用を支弁しなければならない。

（国の負担及び補助）
第28条　国は、政令の定めるところにより、都道府県が前
条第1項の規定により支弁した費用のうち、同項第1号
及び第2号に掲げるものについては、その10分の5を負
担するものとする。
２　国は、予算の範囲内において、次の各号に掲げる費
用の10分の5以内を補助することができる。
⑴　都道府県が前条第1項の規定により支弁した費用
のうち、同項第3号及び第4号に掲げるもの
⑵　市が前条第2項の規定により支弁した費用

第6章　罰　　則

第29条　保護命令に違反した者は、1年以下の懲役又は
100万円以下の罰金に処する。
第30条　第12条第1項（第18条第2項の規定により読
み替えて適用する場合を含む。）の規定により記載すべ
き事項について虚偽の記載のある申立書により保護命
令の申立てをした者は、10万円以下の過料に処する。

附　　則　〔抄〕

（施行期日）
第1条　この法律は、公布の日から起算して6月を経過した
日から施行する。ただし、第2章、第6条（配偶者暴力相談
支援センターに係る部分に限る。）、第7条、第9条（配偶
者暴力相談支援センターに係る部分に限る。）、第27条
及び第28条の規定は、平成14年4月1日から施行する。

（経過措置）
第2条　平成14年3月31日までに婦人相談所に対し被
害者が配偶者からの身体に対する暴力に関して相談し、
又は援助若しくは保護を求めた場合における当該被害

者からの保護命令の申立てに係る事件に関する第12
条第1項第4号並びに第14条第2項及び第3項の規定
の適用については、これらの規定中「配偶者暴力相談
支援センター」とあるのは、「婦人相談所」とする。

（検討）
第3条　この法律の規定については、この法律の施行後
3年を目途として、この法律の施行状況等を勘案し、検
討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜら
れるものとする。

附　　則　〔平成16年法律第64号〕

（施行期日）
第1条　この法律は、公布の日から起算して6月を経過した
日から施行する。

（経過措置）
第2条　この法律の施行前にしたこの法律による改正前
の配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関す
る法律（次項において「旧法」という。）第10条の規定に
よる命令の申立てに係る同条の規定による命令に関す
る事件については、なお従前の例による。
２　旧法第10条第2号の規定による命令が発せられた
後に当該命令の申立ての理由となった身体に対する不
法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすものと
同一の事実を理由とするこの法律による改正後の配偶
者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律
（以下「新法」という。）第10条第1項第2号の規定によ
る命令の申立て（この法律の施行後最初にされるものに
限る。）があった場合における新法第18条第1項の規定
の適用については、同項中「2月」とあるのは、「2週間」
とする。

（検討）
第3条　新法の規定については、この法律の施行後3年
を目途として、新法の施行状況等を勘案し、検討が加え
られ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるもの
とする。

附　　則　〔平成19年法律第113号〕〔抄〕

（施行期日）
第1条　この法律は、公布の日から起算して6月を経過した
日から施行する。

（経過措置）
第2条　この法律の施行前にしたこの法律による改正前
の配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関す
る法律第10条の規定による命令の申立てに係る同条
の規定による命令に関する事件については、なお従前
の例による。
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男女共同参画に関する国内外の動き

年 世界の動き 国の動き 新潟県の動き 新潟市の動き

1975
（昭和50年）

・国際婦人年世界会議
　（メキシコシティ）
・「世界行動計画」採択

・「国連婦人の十年」最終年世界
　会議（ナイロビ）
・「婦人の地位向上のためのナイ
　ロビ将来戦略」採択

・国連経済社会理事会「婦人の地
　位向上のためのナイロビ将来戦略
　の実施に関する第1回見直しと評
　価に伴う勧告及び結論」採択

・第4回世界女性会議（北京）
・「北京宣言及び行動綱領」採択

・「育児休業法」の改正（介護休
　業制度の法制化）

・日本女性会議’95にいがた開催

・「国籍法」改正
・「男女雇用機会均等法」公布
・「女子差別撤廃条約」批准

・「西暦2000年に向けての新国
　内行動計画」策定

・「育児休業法」公布

・婦人問題担当大臣任命

・男女共同参画室設置（総理府）
・男女共同参画審議会、男女共同
　参画推進本部設置

・「にいがたオアシス女性プラン」
　策定

・財団法人新潟県女性財団設立

・「ニューにいがた女性プラン」策定
・女性児童課を改組し、環境生活
　部に女性政策課を設置
・新潟ユニゾンプラザ内に女性
　センター開館

・男女共同参画推進連絡会議
　（えがりてネットワーク）発足
・「男女共同参画2000年プラン」
　策定

・男女共同参画審議会設置
・「男女雇用機会均等法」「労働基準法」
　「育児・介護休業法」改正
・「介護保険法」公布

・「男女共同参画社会基本法」
　公布、施行
・「食料・農業・農村基本法」公布、
　施行（女性の参画の促進を規定）

・新潟市女性行動計画懇話会設置
・女性フォーラムinにいがた’96開催

・「新潟市女性行動計画」第1次改定
・女性政策課を総務部に移管

・新潟市女性行動計画策定懇話
　会設置
・婦人政策室設置
・「新潟市女性行動計画」策定

・新潟市女性行動計画推進会議
　設置

・青少年福祉課を婦人青少年課
　に改称
・「新潟県婦人対策の方向」策定
　（昭和60～70年度）

・婦人青少年課に婦人係を設置

・婦人青少年課を女性児童課に
　改め、女性政策推進室を設置
・新潟県女性問題協議会を設置

・市民部に女性政策課設置
・女性センター開館
・新潟市女性行動計画懇話会設置

・第１回にいがた女性大会開催

1976
（昭和51年）

・国連婦人の十年
　（1976年～1985年）

・国連「女子差別撤廃条約」
　採択

1977
（昭和52年）

1979
（昭和54年）

・「国連婦人の十年」中間年
　世界会議（コペンハーゲン）

・「女子差別撤廃条約」署名 ・婦人問題推進協議会設置

・市民部生活課に婦人問題総合
　窓口設置

・婦人問題庁内連絡会議設置

1980
（昭和55年）

・婦人問題企画推進本部設置
　（総理府）

・「国内行動計画」策定
・国立婦人教育会館開館

・民生部青少年福祉課母子婦人
　係が婦人問題を担当
・婦人問題庁内連絡会議設置

・「女子差別撤廃条約」発効1981
（昭和56年）

1983
（昭和58年）

1984
（昭和59年）

1985
（昭和60年）

1987
（昭和62年）

1988
（昭和63年）
1989

（平成元年）

1990
（平成2年）

1991
（平成3年）

1992
（平成4年）
1993

（平成5年）

1994
（平成6年）

1995
（平成7年）

1996
（平成8年）

1997
（平成9年）

1998
（平成10年）

1999
（平成11年）

・「新潟市女性行動計画」第2次
　改定

・新潟市男女共同参画審議会設置
　「男女共同参画の促進に関する新潟
　市行動計画の策定について」諮問

・新潟市男女共同参画審議会が
　中間報告書提出
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年 世界の動き 国の動き 新潟県の動き 新潟市の動き

2000
（平成12年）

・国連特別総会「女性2000年
　会議」（ニューヨーク）

・「男女共同参画基本計画（第3次）」
　閣議決定

・「配偶者からの暴力の防止及び
　被害者の保護に関する法律」
　改正
・「育児・介護休業法」改正

・「男女共同参画を促進する条例
　の基本的事項について」諮問
・条例案中間報告パブリックコメント
　実施
・「男女共同参画を促進する条例
　の基本的事項について」答申

・「女性の参画加速プログラム」
　男女共同参画推進本部決定
・女子差別撤廃条約実施状況
　第６回報告提出

・「新潟県男女共同参画計画（男
　女平等推進プラン）」策定
・「新潟県配偶者暴力防止・被害
　者支援基本計画」策定

・「新潟県配偶者暴力防止・被害
　者支援基本計画」改定

・「男女雇用機会均等法」改正
・「女性の再チャレンジ支援プラン」
　改定

・「配偶者からの暴力の防止及び被
　害者の保護に関する法律」改正
・「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・
　バランス）憲章」及び「仕事と生活
　の調和推進のための行動指針」
　策定

・男女共同参画課を市民生活部に
　移管
・政令指定都市に移行し、各区に
　男女共同参画地域推進員を配置
・外部委員による行動計画事業
　評価開始

・「新潟市男女共同参画行動計画
　第2次実施計画」策定

・「新潟市男女共同参画推進条例」
　制定
・男女共同参画施策に関する苦情
　処理委員を設置
・新潟市男女共同参画推進会議
　設置
・女性センターを男女共同参画推
　進センターに改称

・「男女共同参画基本計画（第2次）」
　閣議決定
・「女性の再チャレンジ支援プラン」
　策定

・国連「北京＋10」世界閣僚級
　会合（ニューヨーク）

2001
（平成13年）

2002
（平成14年）

・「新潟県男女平等社会の形成の
　推進に関する条例」制定
・県民生活・環境部男女平等社会
　推進課に改称
・男女平等社会推進審議会設置
・男女平等推進相談室開設

・「男女共同参画基本計画」閣議
　決定

・新潟市男女共同参画審議会が、
　「一人ひとりが働きやすく住みや
　すい新潟のために　新潟市男
　女共同参画行動計画」答申

・「一人ひとりが働きやすく住みや
　すい新潟のために　新潟市男女
　共同参画行動計画」策定
・女性政策課を男女共同参画課
　に改称
・新潟市男女共同参画行動計画
　推進会議設置

・「新潟・新しい波　男女平等推進
　プラン」策定

・男女共同参画会議、男女共同
　参画局設置（内閣府）
・「配偶者からの暴力の防止及び
　被害者の保護に関する法律」
　施行
・第1回男女共同参画週間

・「女性のチャレンジ支援策の推
　進について」男女共同参画推
　進本部決定
・「少子化対策基本法」公布、施行
・「次世代育成支援対策推進法」
　公布、施行

2003
（平成15年）

2004
（平成16年）

2005
（平成17年）

2006
（平成18年）

2007
（平成19年）

2008
（平成20年）

2009
（平成21年）

2010
（平成22年）

2011
（平成23年）

・「第2次新潟市男女共同参画行
　動計画」策定
・「新潟市配偶者等からの暴力防
　止・被害者支援基本計画」策定
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第２次新潟市男女共同参画行動計画

平成２３年３月

新潟市市民生活部男女共同参画課
〒951-8550 新潟市中央区学校町通１番町602番地１

TEL 025-226-1061　FAX 025-228-2219

E-mail  danjo@city.niigata.lg.jp






